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平成30年度第１回門真市立公民館運営審議会 議事録

〈 事務局〉

それでは定刻になりましたので、ただ今より平成30年度第１回門真市公民館運営審議会を開会い

たします。

まず、はじめに資料の確認をさせていただきます。

最初に、「 式次第」。次に、「 門真市立公民館運営審議会委員名簿」。それから、A3の３つ折りで「 門

真市生涯学習複合施設建設基本計画」 のNo. １と No. ２。その次同じく A3の３つ折りで「 幸福町・

垣内町について」。その次同じく ３つ折りで「 生涯学習複合施設の機能に関する市有施設との連携・

機能分散について」。同じく ３つ折りで「 文化会館と既存施設との利用率からみた連携・ 分散の可能

性について」。同じく 「 文化会館と既存施設との利用率からみた連携・ 分散の可能性について」 の２

枚目で「 中塚荘」 となっていると思います。次同じく ３枚目で「 公民館」となっていると思います。

それから、別冊で「 門真市生涯学習複合施設建設基本計画」 が一冊ございます。

最後に、会館のほうから今月に創刊しました広報誌を一部配布しておりますが、これは今回の審

議会案件の資料とは別のものになります。

資料につきましては以上です。みなさまございますでしょうか。不足はございませんでしょうか。

それでは、本日ご出席の委員のご紹介を行います。資料のうち「 門真市立公民館運営審議会委員

名簿」 をご覧ください。

〈 委員紹介〉

それでは次に事務局の出席者の紹介を行います。

<事務局紹介>

会議名称 平成30年度第１回門真市立公民館運営審議会

開催日時 平成30年６月29日（ 金） 午後２時00分から３時30分まで

開催場所 門真市立文化会館 ホール

出席者

（ 委 員） 萩原委員長、勝川委員長代理、福田委員、宮本委員、

奥田委員、山田委員【 出席人数６人／全７人中】

（ 事務局） 満永教育部長、水野教育部次長、牧薗社会教育課長

森井社会教育課長補佐、山下主査、宇治原主査、岡係員

日置文化会館長、多月係員（ 文化会館）

議 題

（ 内 容）
生涯学習複合施設について

傍聴者数 ０人

事務局 門真市立文化会館（ 電 話） 06-6901-3300
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〈 事務局〉

それでは審議の内容に入ってまいりますが、その前に公民館運営審議会について今一度簡単です

がご説明させていただきます。

公民館運営審議会は、社会教育法第29条第１項の規定に基づき、「 門真市立公民館運営審議会条例」

により設置し、同法第29条第２項の「 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各

種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。」 となっております。

本審議会は、みなさまご存じの通り、一昨年度より公民館、文化会館、市民プラザの管理運営を

一括して指定管理したことにより、それぞれの生涯学習に係る施設の実施事業について調査審議し

ていただいております。

本日審議する議題につきましては、「 生涯学習複合施設について」 であり、古川橋駅北側の旧第一

中学校跡地付近に建設が予定されている図書館および文化会館の複合施設に関してであります。

平成25年3月に策定された生涯学習複合施設建設基本計画につきましては、本審議会より策定委員

会の委員としても参画され、様々 なご意見・ ご提案をされたとお聞きしております。本日も、委員

のみなさまにおかれましては、施設の各種事業の企画実施を調査審議する視点から、様々 なご意見

を頂戴したいと思っております。

なお、本審議会は、門真市立公民館運営審議会の会議公開要領に基づき、公開することと定めら

れていることを申し添えます。

それでは、以降の進行を議長にお願いいたします。

<萩原委員長>

それではあらためまして、みなさまよろしくお願いします。

ただいまより平成30年度の第１回門真市立公民館運営審議会を開催させていただきます。

それでは、今日お配りいただいている次第に沿いまして、以降の議案を進めて参りたいと思いま

す。案件が４つございます。まず案件の１について、お話いただきたいと思います。案件の１が、「 総

合教育会議以降の経過を踏まえての生涯学習複合施設建設基本計画の概要について」 ということで

ございます。では、よろしく お願いいたします。

<事務局>

それでは私より説明させていただきます。

資料のうち、生涯学習複合施設建設基本計画の概要版をご覧いただけますでしょうか。

内容としましては、一番左上には、基本コンセプトとして、「 地域とともにコミュニティを育む文

化・ 学習の交流拠点」 という形で、多様な文化・ 学習活動の展開、地域コミュニティの醸成、地域

の景観づく りの３点の柱があります。

それを受けて、図書館部門では、「 幅広い世代の関心を取り込んだ図書館資料が活用できるゆとり

ある滞在の場」 という滞在型の施設をめざしています。

文化会館部門では、「 市民の自主的・ 創造的な活動を支援・ 発信・ 循環する場」 という市民相互の

交流の創出と活性化、民間等の多様な主体との連携・ 協力、人づく り・ 文化・ 学習・ 情報の拠点、

自主・ 創造的な活動の循環を記しています。
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付帯部門では、「 新たな出会いを生み出し、幅広い交流を育む、憩いの場」 という多世代交流を生

み出す人づく り支援、子育て世代が利用しやすい施設、気軽に立ち寄れる憩いの施設とする整備方

針としています。

中段にあります導入機能の設定については、案件３でご説明いたします。

下段にあります、「 施設整備において配慮すべき事項として」 におきましては、自転車・ 自動車の

アクセス・ 動線の確保、良好な地域景観を誘引する景観、防災として地震・ 水害に強い建物構造、

環境として環境配慮や二酸化炭素排出抑制の低炭素社会に向けた先進的な施設、その他としてユニ

バーサルデザインの導入といったことを配慮すべき項目としております。

裏面をご覧ください。整備計画モデルとして、駅前との連続性・ 一体性を確保して賑わいと潤い

のある顔づく りをし、電車や周辺地域からの見え方に考慮し、都市の将来像を先導するような上質

で、門真市の顔にふさわしいデザインとする。また屋外には、駅前の賑わいと落ち着いた雰囲気の

休憩空間など使い方に応じたゾーニングを行うとした計画モデルを示しております。

下段に移りまして、管理運営、施設整備に向けた検討としては、市の直営や指定管理者制度の導

入、民間企業の資源の活用などを検討することとし、図書館と文化会館の併設によるメリットの活

用、他施設との連携による生涯学習環境の充実といったことを基本的な考え方に据えております。

今後のまちづく り事業の動向を見据えながら早期に開設を目指し、事業費は財政状況などを踏ま

えた、設計の段階で検討し、管理運営費も費用の縮減に寄与するような手法を検討することとして

おります。基本計画の概要につきましては以上です。

続きまして、総合教育会議以降の経過についてご説明いたします。

今回の議題であります生涯学習複合施設については、平成30年３月19日開催の門真市総合教育

会議において、市長より教育長及び教育委員に対しまして、これまでの京阪古川橋駅北側の門真市

立第一中学校跡地活用についての市議会などの議論や、市内のまちづく りの状況の変化、本市の厳

しい財政状況を踏まえ、既存の市有施設の活用についても十分検討できるのではないかとの考えか

ら、生涯学習複合施設のあり方について、一定の再検討を教育委員会にお願いしたいとの考えが市

長から示されました。

次に、４月の教育委員会第４回定例会では、教育委員より事務局に対し、既存の市有施設での活

用を検討するための資料の作成について指示がありました。

市長の提案を検討し、社会教育委員会議や公民館運営審議会の各委員のご意見を聞いたうえで、

教育委員会の意見をまとめて、市長部局へ回答してはどうか、回答の際は、以前の計画のコンセプ

トの変更することは考えられず、教育委員会としてできることとできないことをはっきり回答すべ

きとの意見がありました。

次に、５月の教育委員会第５回定例会におきましては、事務局より生涯学習複合施設建設予定地

の周辺に位置する市北部にある市有施設のうち、文化会館、公民館、ルミエールホール、中塚荘の

各諸室における利用状況について調査し、報告を行いました。

また、市の財政状況については財政課より、市内のまちづく りの状況について地域整備課より、

保健福祉センターで開設予定の子育て支援機能について子育て支援課より説明していただきました。

各課からの説明では、市の財政状況としては、28年度決算時点の資料を用いて、財政収支見通し

について社会状況等、毎年変動することを断ったうえでありましたが、31年度までは当面収支不足
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は基金の取り崩しや使用していない市有地の売却などの臨時的な収入で対応を見込むものの、災害

に備えて基金は一定残しておきたいとのことでした。単年度収支をみると 32 年度から赤字となり、

34年度からは毎年度５億円程度の赤字が続く見込みであると、財政課より示されました。

次に、本市のまちづく りの状況としては、京阪電車に沿った地域の多くは「 地震時等に著しく危

険な密集市街地」 にして面的整備や主要生活道路の整備を進めながら、除却補助事業によりまちの

不燃化に取り組んでおり、門真市立第一中学校跡地の市有地について、企業アンケートやヒアリン

グによる土地利用計画の検討を進めているとのことでした。

また、門真市駅から大阪モノレールの南進計画が進められており、松生町のパナソニックの工場

用地では民間事業者が大型商業施設を建設する再開発が見込まれていると、地域整備課より説明が

ありました。

次に、保健福祉センターでの子育て支援機能としては、乳幼児と保護者が相互の交流を行い、育

児相談や子育て情報の提供などを目的に、地域子育て支援拠点事業を、門真市民プラザの「 なかよ

し広場」 と、北島町にあります「 智鳥保育園」 に委託して「 地域子育て支援センター」 を実施して

おりましたが、北部地域での拠点移設が必要であると考え、生涯学習複合施設の建設基本計画に盛

り込んだ経緯がありました。

そうした中、保健福祉センター内に「 地域子育て支援センター」 を移転し、健康増進課で実施す

る母子健康保健型の利用者支援事業と緊密に連携し、必要な情報を共有することで、切れ目のない

子育て支援が可能であると考え、当初計画にありました生涯学習複合施設内での地域子育て支援拠

点事業の実施の必要性はなくなったと、子育て支援課より説明がありました。

次に、５月28日に門真市の庁議が行われまして、地域整備課より、幸福町・ 垣内町地区のまちづ

く りについて、施設配置イメージ案の変更と市有地活用の方向性をまちづく り協議会や地権者、市

議会議員などへ対外的な説明資料とするため、本市まちづく り部において民間企業への市場調査の

結果を参考にゾーニングを考案されたと説明がありました。

次に、６月に入りまして、市議会が始まり平成30年第２回定例会の総務建設常任委員会と文教こ

ども常任委員会、本会議の一般質問で生涯学習複合施設の件が取り上げられましたので、その概要

を説明いたします。

まず、総務建設常任委員会での質問として、一つ目、５月28日の庁議の議事録では、幸福町・ 垣

内町地区の施設配置イメージ案の変更について、市場調査を参考としたものとされているが、市場

調査の概要をお聞きしたい。

また、二つ目には、総合教育会議で古川橋北側のまちづく りと財政状況の関係について、説明が

あったが、あらためて今の財政状況を踏まえてお伺いしたい。

三つ目、施設配置イメージ案の変更について市議会にも説明があったが、今後、この地区を門真

市の顔となる「 賑わい交流ゾーン」 としていく ために一中跡地の市有地をどのように活用していく

方針なのか伺いたい、といった質問がありました。

次に、文教こども常任委員会での質問としては、一つ目に、３月の総合教育会議で市長から再検

討の依頼を受け、これまでの経過と再検討の方向性の考え、について質問がありました。

二つ目には、生涯学習複合施設を所管する教育委員会は、施設が「 賑わい交流ゾーン」 を牽引す

るとか、「 人寄せの魅力発信の核心施設となる」「 門真市のシンボルゾーンを形成する」 に当たって、
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「 どの場所に設置されるのが最も効果的か」、「 交流広場との組み合わせどうするのが最も効果的か」

についても、様々 に検討して責任を持って主体的に見識を持つべきと思うがどうか、などの質問が

ありました。

次に、６月の教育委員会定例会では、教育委員に対して事務局より、生涯学習複合施設と既存施

設との連携による機能分散の可能性を進めてきたことの報告がありました。

その報告内容は、次の案件２にあります施設配置イメージ案について、また次の案件３にありま

す既存施設との連携による機能分散についての説明を行いました。

今後、検討を進めるうえで、公民館運営審議会と社会教育委員会議を開催し、どちらの会議も議

題を「 門真市生涯学習複合施設について」とし、社会教育委員は教育委員会に助言する立場として、

また、公民館運営審議会には公民館の各種事業の企画実施の調査審議をする立場として、それぞれ

の役割に応じた意見を聴取し、検討の参考としたいという説明を行いました。

その際、教育委員より社会教育委員、公民館運営審議会からの意見をぜひ聞いてもらいたいとい

う意見がございました。

施設利用者の視点から、文化会館の利用団体や一般市民を対象にワークショップの開催を予定し

ていることも合わせて説明を行いました。

以上で長くなりましたが、経過についての説明を終わらせていただきます。

<萩原委員長>

経過について説明いただきました。財政的な見通しもあって、あるいはまちづく りの状況がこの

基本計画がまとめられてから、５年が経過してるということで、状況の変化があるのではないかと

いうこともあって、生涯学習複合施設の在り方について、検討してもらいたいというのが、今回の

会議がそれを取り上げるにいたったいきさつだと思います。

３月の総合教育会議以降の経緯の説明について、ざっと説明いただいた訳ですが、この基本計画

あるいは複合施設の基本的なコンセプト、その点に関しまして何かご質問等ございますでしょうか。

今日は全体が複合施設についての議題なんですけども、その他を入れて４つありまして、まず案

件の１については、経過と基本計画の概要について、委員の皆さんにご意見をお伺いすると。実際

の施設の配置とイメージについてはこの次に出て参りますので、今説明があった概要と経過につい

てお聞きしたいと思っております。切らしてもらいながら行きたいと思っていますが、最後にもう

一度全体を通して、お聞きしたいと思います。特に今のご説明・ 経過のところにつきまして、ご質

問等あればお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

<勝川委員長代理>

文化協会の副会長をしております勝川ですが、うちのサークルさんの生徒さんとかこちら（ 市立

文化会館） を利用している場合が多いんですよね。ずっと今までも言ってた通りに、エレベーター

がなく 、３階まで螺旋階段を上がったり下りたりするというのが、かなりみなさんしんどいという

ことで、５年も前からこういったお話が出てるということで、いつも講師委員長会のときにいつ建

つんだろうかという質問が必ず出るんですよね。

現在、財政状況が厳しいということをお聞きしたんですけれども、財政状況が厳しい中でも、身



6 

の丈に合ったというんですか、そんなに大きなものでなく ても、この古い施設では、例えばこの間

みたいな大きな地震があったときにここだとちょっと不安なことがあるということで、何かしらそ

ういう厳しい財政状況の中でもできないかなというのが私の要望なんですけれども、よろしく お願

いいたします。

<山田委員>

山田です。宮本さんとは25年の基本計画のときから参画させていただいているんですけども、よ

うやく こういう審議会等で持ち上がってきたということは、いよいよ始まるのかなというふうに私

も思っているんで、できるだけ進める方向でお願いしたいなというのが意見でございます。

<奥田委員>

奥田でございます。今ご説明のほうで、計画が５年たっている。そのときから変わる部分がでて

きているのではないか。それから財政的な問題もあってということで、基本的なコンセプト、ここ

に書いていただいているコンセプトの中で変わらないということであるならば、多少ですね、施設

の変更があっても気にしなくても良いのではないかと思います。それよりも、多様でワクワクする

ような場を提供していただければ、我々 としてはありがたいなと思っております。以上です。

<萩原委員長>

ありがとうございます。他に意見等ございますか。

<宮本委員>

宮本です。みなさんから、勝川さんからも山田さんからもお話があったように、５年前に計画を

して、まだかまだかと待っている状態ですので、ぜひこういう話が出てきたということは進んでる

んじゃないかなと思いますので、できるだけ早く 建設していただけるように進めていただきたいな

というのが私の意見です。

<萩原委員長>

ありがとうございます。他はご意見いかがでしょうか、よろしいでしょうか。

では、各委員、進めてほしい、身の丈に合ったというのがありましたけども、全体として早く な

んとか実現の方向で考えてほしいということなんですけども、事務局のほうで何かこれについて見

通しがあればお答えいただけますか。

<事務局>

現時点では平成35年を目途にオープンできたらと考えております。

<萩原委員長>

ありがとうございました。全体的な計画ですね、今ご説明いただいた通りで、基本計画に盛り込

まれている、No. １の左側にあるような整備方針に基づいてやっていくけれども、身の丈にあったと
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いう印象的な発言がございましたけども、施設機能等々 をもう一度再検討したうえで、実現を図っ

ていく という大きな方向性には変わりがないということで理解させていただいてよろしいでしょう

か。

委員の多くからありましたように、やはり今の門真の現状を踏まえた上で、複合施設に多くの市

民の期待が大きく寄せられているということは間違いがないかと思います。市のいろんな状況があ

るかと思うんですけども、それを踏まえた上で、一歩でも前進して、できるだけ早く実現していた

だきたい。

この計画もかなりの時間をかけて練られたもので、この１ページの機能の話等々 もあるんですけ

ども、全体的なコンセプトである地域のコミュニティとともに育む文化学習の交流拠点として、門

真の顔になるような施設をなんとか建設するということについては、この委員会の中でも、みなさ

んの意見は一致しているんだろうと思います。ぜひその方向性で具体的な検討を進めていただく よ

うにしてほしいなと思います。

ということでよろしいでしょうか。全部の案件について説明いただいたあと、もう一度もし何か

案件１に戻ってもう少しご意見がということであれば、その時点でおっしゃっていただければと思

います。私も事前に読ませていただいたんですが、なかなか全体が理解するのに時間がかかるので、

まず順番に案件を説明していただいて、その上でもし案件１の部分についても質問があるようでし

たら、後でお受けしたいと思います。

では、案件２のほうに入らせていただいてよろしいでしょうか。これは具体的な施設の配置のイ

メージについてですね、「 施設配置イメージ案について」 ということで、こちらも事務局から説明を

お願いします。

<事務局>

資料のうち、施設配置イメージ案の変更及び市有地活用の方向性について、をご覧ください。

幸福町・ 垣内町地区のこれまでの動きにつきましては、平成21年３月に「 門真市幸福町・ 中町ま

ちづく り基本計画」 が策定されて以来、住宅市街地総合整備事業により、老朽建築物等の除却や公

共施設用地の取得、各種調査などを行っております。

29 年 11 月に開催されました、当地区内の地権者からなる共同整備事業組合総会において、平成

30年度中の土地区画整理組合設立をめざすことが示され、事業区域確定に向け、地権者の合意形成

を進めているところであると聞き及んでおります。

まずこの施設配置イメージ案の変更についてでありますが、「 門真市幸福町・ 中町まちづく り基本

計画」 では、幸福町・ 垣内町地区を門真市の顔となる魅力的で質の高い「 賑わい交流ゾーン」 とし

て様々 な都市機能の集約・ 複合化を図ることとしております。

左側に示しておりますのが、これまでの将来構想のイメージとして、29年11月に開催された共同

整備事業組合の総会で、地域整備課より地権者に対し説明されたイメージ図となっております。

これに対して右側の図に示しておりますのが、今回、民間企業への市場調査等に基づいて変更し

たイメージ図案となっております。

この左から右図への変更内容は３点ありまして、まず１点目が商業・ サービス等ゾーンに関して

は、民間企業への市場調査の結果を踏まえ、高層共同住宅・ 商業・ サービス等ゾーンとし、民間事
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業者が効率的・ 有効的な土地利用の発想が可能となるような一団の敷地つまり高度利用が可能な敷

地の配置としております。

次に２点目が（ 仮称） 市立生涯学習複合施設に関しては、交流広場との接続や周辺施設との一体

性・ 連続性を確保し、市民や利用者に配慮し、駅から近く 、来館しやすい東側に配置しているとい

うことであります。

３点目の公共施設の道路・ 広場に関してですが、道路については、各ゾーンの利用形態に応じた

幅員構成や接道を設定し、交流広場については、既存の駅前広場を活用し、市立生涯学習複合施設

への歩行者動線の確保及び賑わいの持てる適正な規模及び配置となっております。

次に、市有地活用の方向性についてでありますが、それは左下部分に記載しておりますが、教育

委員会で現在議論している（ 仮称） 市立生涯学習複合施設について記載しております。

（ 仮称） 門真市生涯学習複合施設建設基本計画における図書館機能を核とし、現在の基本コンセ

プトである「 地域とともにコミュニティを育む文化・ 学習の交流拠点」 のもと、本市のまちづく り

の状況や社会情勢の変化を踏まえ、導入する機能で設定された諸室を集約するとともに、関係附属

機関等の意見を踏まえつつ、既存の他施設との連携・ 機能分散を検討することとしております。

次に右下部分に記載しております今後についてでありますが、「 高層共同住宅・ 商業・ サービス等

ゾーン」 については、原則この市有地を売却とし、公募型プロポーザル方式等による民間事業者の

選定方法を検討し、良質な共同住宅や立地環境に応じた商業・ サービス等の民間施設を誘致し、市

立生涯学習複合施設については、建設・ 維持管理コストの観点や既存施設の活用を検討するととも

に、都市再生整備計画事業などの交付金導入に向けて調整を図ることという内容でこの資料を作成

しております。

以上で説明を終わります。

<萩原委員長>

ゾーニングが変わるということが一番大きな点かと思います。元の計画では奥まった交流広場の

奥に生涯学習複合施設があって、その左側のところと右手前に商業・ 居住ゾーンがあって、商業ゾ

ーンがちょうど交流広場をはさむように配置されています。にぎわいのあるところを見ながら奥ま

ったところにある施設に進んでいく というイメージですね。

そこから、交流広場の北側半分に複合施設を持ってきて、商業サービスゾーンを中央部分に集約

し、交流広場を突き当たった駅にちかいところに生涯学習複合施設がやってく るという、こういう

風なイメージで再計画されたということです。

市場調査等もやっていただいたということなので、これによって企業参入がしやすく なることも

考えられます。複合施設の位置が敷地の奥から、東側に変更され、駅まで近くなるとともに、市有

地の売却予定地のところに企業が参入しやすいという、そういう市場調査の結果に基づいて、配置

を変えられたということですね。

で、この案件２につきましては、我 の々会議としては特にこの市立の生涯学習複合施設の位置が

ここに持ってくることによる影響について、ご意見・ ご質問等あればいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。
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<福田委員>

福田です。まず門真市民のみなさんにとって、この場所というのは利便性の高い場所なんでしょ

うか。というのは、私門真市民でないものですから、勝手なイメージなんですけど、門真市の中心

というのは、京阪でいったら門真市駅、モノレールも通っておりますので、そこだと勝手に私は思

っているんですけれども、そのあたりどうなんでしょう。古川橋っていうのが、門真市民のみなさ

んにとって行きやすい場所なのか、アクセスの良い場所なのかということですね。それと、複合施

設として、商業施設もお考えになられているということなので、例えば門真市民以外の人たちも商

業施設なんかも利用すると思うんです。そういうときにこの古川橋っていう駅が、果たしていいの

か、行きやすいのか、他の門真市民以外の人たちから見て古川橋って行きやすい場所なのかなって、

ちょっとそういうふうに思いました。

<勝川委員長代理>

私は門真市民で、門真市駅が一番近いんです。でも今門真市の中心といえば、やっぱり古川橋の

駅周辺なんです。イオンも、元ダイエーなんですけども、にぎやかにやってますし、ルミエールホ

ールも古川橋駅の近く なんですよね。私からみれば、この駅の近くに施設が近寄ってきたというだ

けでも、私たち主婦とか、親子連れにしたらすごく近くなって、使いやすいかなとは思ったんです。

門真市駅はモノレールも通ってるんですけども、一応その通過点みたいな感じで、試験場のバスも

今は古川橋から出てますという形なんです。昔は門真市駅から出てたんですけども。だから私たち

門真市民にとっては、なにかキャンペーンとかするときも古川橋の駅が中心となってやっておりま

す。

<福田委員>

わかりました。ありがとうございます。

<萩原委員長>

ありがとうございます。ほかご意見・ ご質問ありますか。

<山田委員>

大分構想が変わっているわけですけども、東側への配置により、駅から近くになりますので便利

になると思います。商業施設があってこの中が通れるように考えていただけたら、この中町地区と

の連絡道路整備というものがありますよね。それが整備されて、この生涯学習複合施設と、この西

側にある総合体育館がつながるというのが当初25年のときの話であったのですね。

また、古川橋駅のホームから、スロープで、直接いけるような構想の話もでていたので、そうす

ればすごく利便性が良いのかと思います。近く なりましたので、非常にいいのではないかというふ

うに私は思います。

<宮本委員>

私の考えもですね、古川橋が今の門真市の中心ではないかなと思っております。
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冬になりましたらあそこ噴水のところに、電気がいっぱいついてきれいになりますので、裏にい

きますと何もない、今の駅の北側のところ、そういうにぎわいがありませんので、こういう計画で、

進めてもらったらということで来ました。それと山田委員からおっしゃられましたように、手前の

ほうに施設を作るというのは私もそのほうがいいんじゃないかなと、駅から降りてすぐ交流広場を

通って施設に行けるということで、これはこっちのほうがいいかなという意見です。

<奥田委員>

私もですね。みなさんと同じような意見になるんですけども、やはり駅からですね、近いほうが

利用されるみなさんにとって、利便性、行きやすい、使いやすいのではないかなということと、そ

れから施設が駅から近くになればですね、目立つよく見えるというようなこともありまして、とて

も良い空間というものが駅からでもですね、見ることができるのかなというふうに思っています。

できることが楽しみに思っています。

<萩原委員長>

ありがとうございました。すべての委員のご意見をいただいたと思いますが、積極的に評価する

という意見が多かったように思えます。駅のほうに近づいてきて、実際の風景というのは建ててみ

ないとわからないと思うんですけども、新しいゾーニング案ですと、古川橋の駅から見えそうな感

じですよね。新しい門真の顔というんですか、ここに門真の文化施設・ 生涯学習複合施設があると

いうことは、魅力ある門真ということにもつながっていくのかなと思います。

奥まったところにあっても見えたのかもわからないんですけども、やっぱり手前に建物全体が見

えるような形であるということは、非常に一つ大きな効果があるかなと思います。

市場調査の結果では、複合施設が前にくることになったのですが、こちらのほうも評価するとい

うご意見が多かったと思います。

計画の概要について、特にこの会議を開くにあたった原点であります、施設配置が大きく変わっ

てきたということについて、お話いただき、ご意見いただきました。

最後のこの３つ目の案件ですね、これは施設そのものに求められる機能が、予算との関係で、最

初の計画に織り込んでいたものから一部縮小できないか、機能の集合化・ 統合化を図ることができ

ないか、ということです。そのことと合わせて、この配置についてもご意見があるかとも思います

ので、次の案件３にいかせていただいて、また案件１・ 案件２につきましても、もう一度ご意見あ

れば頂戴したいと思います。よろしいでしょうか。

先に説明いただいたものでは、新しい体育館・ 体育施設との位置関係がわかりにくいですが、全

体の地図を見ると思った以上に近いんですよね。私も先ほど改めて地図を見てわかりました。生涯

学習複合施設基本計画の11ページに載っていますように、この駅の北側の三角のゾーンをはさんだ

ところに新しくできた体育館があるので、今我々 がいる文化会館との間も思ったより近いなと思い

ました。駅間の距離からいうとその三分の二から半分ぐらいの距離で行き来できるようなところで

すね。

そういうことからいっても、今までの施設との連携も取りやすい、まさに門真の顔になる施設に

なるということが期待できるかなと思います。案件１・ ２を通しては、早くつく って欲しいという
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ご意見と、それから手前のほうに出てきたことは積極的に評価できるという意見があったかと思い

ますが、では、続きまして案件の３を説明いただけますでしょうか。「 既存施設との連携により機能

分散の考え方について」 ということで、ではこちらのほう説明お願いします。

<事務局>

資料のうち、既存施設との連携による機能分散の考え方について、をご覧ください。

この資料は、現在、生涯学習複合施設の機能に関する既存施設との連携・ 機能分散について検討

を進めておりまして、その作業状況をイメージしていただくために、生涯学習複合施設建設基本計

画の中に関係個所がありましたのでそれを抜粋したものです。

資料左側の表につきましては、基本計画29ページに掲載されております施設構成モデルとなって

おります。こちらは先ほど説明させていただきました基本計画の概要版にも図示されている導入機

能を表にし、部門ごとに目安となる延べ床面積が示されております。

具体的に見ていきますと、図書館部門は3500㎡を想定し、その中には図書館閲覧機能として、図

書や資料の館内閲覧、館外貸し出しに対応した場であります「 一般開架ゾーン」、雑誌や新聞などの

「 閲覧・ ブラウジングゾーン」、館外持ち出し禁止図書などが多く置かれる「 郷土資料ゾーン」、「 参

考資料ゾーン」、乳幼児と小学生を対象とした「 児童開架・ 読み聞かせゾーン」、10代のニーズに合

わせた書籍を配置する「 ティーンズゾーン」、所蔵と視聴を行う「 CD／DVD視聴ゾーン」、防音・ 遮音

性能を有する「 対面朗読ゾーン」 により構成されております。

調べ学習機能として、図書や資料を活用して、個人に限らず、団体やグループ利用による学習、

研究ができる場であります。

書籍などの持ち込みや個人の学習研究する「 研究個室」 と、少人数のグループ、子どもたちの調

べ学習を行う「 グループ学習室」 により構成されております。

情報通信機能として、 I T技術を導入して、情報化社会に適応した図書館サービスを提供できる場

でありまして、個人や団体の自主的な活動に利用できる「 無線LANスポット 」、蔵書検索や館内情報

だけでなく市内の様々 な情報を検索できる「 情報検索ゾーン」 により構成しています。

資料保存機能として、図書、資料の蔵書を適切な環境で保存するための場であります。

事務管理機能としては、図書の貸し出し返却サービスを行う、「 窓口カウンターゾーン」、図書資

料を整理する「 資料整理室」、図書館部門に関する事務作業を行う「 事務室」 により構成されており

ます。

文化会館部門は1100㎡を想定し、そこには、学習・ 創造機能として、市民が自主的、創造的に文

化・ 学習活動を行える場でありまして、「 個人学習ブース」、「 会議・ 研修室」、ダンスや音楽などを

行う「 多目的室」、「 調理室」、「 絵画室」、「 工作室」、「 和室」 などにより構成されております。

発信・ 体感機能として、文化・ 学習活動の成果を発信し、体感できる場でありまして、サークル

活動の発表の場として音響などに配慮した「 ホール」、自主的活動の表現の場とする「 展示ギャラリ

ー」 により構成されます。

付帯部門は580㎡を想定し、そこには、滞留機能として、「 エントランス」、「 交流・休憩スペース」、

団体などが小規模な打合せやロッカーを設置する「 サポーターズスペース」 により構成されます。
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飲食機能として、施設利用者や周辺地域住民が交流、滞留する場であります。飲食可能なスペー

スとしてカフェなどにより構成されます。

子育て支援機能としましては、子育て世代も快適に利用でき、多世代が交流する場でありまして、

就学前の乳幼児を対象で保護者も同伴できるような「 キッズスペース」、子育て世代の家族が交流で

きる「 子育てサロン」、「 授乳室」 により構成されます。

情報発信機能としましては、文化・ 学習活動に関する情報やイベント情報、講座の参加募集情報

などを発信、共有する場であります。

イベントや市民の自主的活動を発信、受信できる「 学習情報コーナー」、個人・ 団体の自主的活動

の情報発信をサポートする「 情報発信工房」 により構成されております。

最後に管理・ サービス部門でございますが、820㎡を想定し、そこには、事務・ 管理機能として、

施設の管理に必要な、「 事務室」、「 給湯室」、「 更衣室」、「 倉庫」 により構成されておりまして、サー

ビス機能として、施設利用者が使用する「 トイレ」、「 廊下・ 階段室・ エレベーター」、「 機械・ 設備

室」 などにより構成されます。

防災機能としましては、災害時の帰宅困難者の受け入れといった都市防災に配慮した機能を有す

るものであります。

すべての部門を合わせて6000㎡を想定しています。

続いて、右側の上段の図は、基本計画34 ページに記載されている建築計画モデルでありまして、

施設への導入機能が相互に連携するイメージを例示したものであります。その下にあります図は、

導入する機能と類似の機能を持つ既存施設との連携により、機能分散するイメージを表したものと

なっております。

例えば、学習創造機能は、複合施設に残るものと、公民館・ ルミエールホール・ 中塚荘へ分散す

るもの、子育て支援機能についても複合施設に残るものと保健福祉センターへ分散するものという

ように、既存施設への代替や諸室の集約が可能かどうかという検討を進めております。

合わせて資料３枚ものになるんですけども、こちらの資料の説明をさせていただきます。こちら

は「 文化会館と既存施設との利用率からみた連携・ 分散の可能性について」 の資料となりまして、

こちらの資料ですが、連携・ 分散の可能性について検討するために、市立文化会館の諸室と、北部

の既存施設の同程度の広さの諸室の利用率との合計利用率を表したものとなっております。

北部の既存施設として、ルミエールホール、中塚荘、公民館を想定して、３種類の資料を作成し

ております。

まず、ルミエールホールについて見ていただきたいのですが、資料を広げていただきますと、大

きく ３つに分かれていると思います。左側が文化会館の利用率を示し、中央がルミエールホールの

利用率を示し、右側には、文化会館とルミエールホールの利用率を合計した数値となっております。

中の利用率については、平日と土日祝、そしてその合計を午前、午後、夜間に分類して利用率を

示してりまして、網掛けしているところが利用率100％を超えている部分を示しております。

文化会館とルミエールホールとの各部屋の比較については、文化会館の諸室の収容人数、面積、

用途に応じて、ルミエールホールの部屋で該当しそうな部屋を選び出し、比較したものとなってお

ります。

文化会館の料理講習室については、ルミエールホールにおいてはその用途に該当する部屋がない



13 

ため、空白となっております。

利用率が100％を超える諸室は、文化会館の「 ホール」とルミエールホールの「 リハーサル室」で、

２か所の利用率を合計しますと、平日の午前以外は利用率が100％を超える状態です。

文化会館の「 第一会議室」 とルミエールホールの「 研修室」 で、土日祝の午後の利用率が100％を

超える状況です。

次に、文化会館の「 音楽室」 とルミエールの「 練習室２」 でも、土日祝の午後で100％を超える状

態です。

利用率が100％未満の諸室は、文化会館の「 和室」 とルミエールの「 和室１」 で一番高い利用率で

土日祝の午後の93％となっております。

続いて２枚目の中塚荘の資料をご覧なっていただけますでしょうか。

文化会館と中塚荘との利用率からみた連携・分散の可能性についてでありますが、利用率が100％

を超える諸室は、文化会館の「 第一会議室」 と中塚荘の「 研修室１」 で平日の午前・ 午後で100％を

超えております。

文化会館の「 和室」 と中塚荘の「 和室１」 で平日の午前午後、土日祝の午後で100％を超えており

ます。

文化会館の「 第三会議室」 と中塚荘の「 研修室1・ ２」 で平日・ 土日祝の午前で100％を超えてい

る状況であります。

３枚目の公民館の資料をご覧ください。

文化会館と公民館との利用率からみた連携・分散の可能性についてでありますが、利用率が100％

を超える諸室は、文化会館の「 ホール」 と公民館の「 集会室」 が平日の午前以外100％を超えていま

す。

文化会館の「 第一会議室」 と公民館の「 講義室」でも土日祝の午前と夜間以外は100％を超えてお

ります。

文化会館の「 第二会議室」と公民館の「 第１会議室」では平日の午前・午後、土日祝の午前で100％

を超えております。

利用率が100％未満の諸室は、文化会館の「 料理講習室」 と公民館の「 料理教室」 の合計で一番高

い利用でも土日祝の午前49. 4％です。

以上で説明を終わります。

<萩原委員長>

ここは複合施設計画の中身の部分ですね。機能について、財政状況等があって、元通りのその規

模で実現するのが難しくなってきているので、他の施設との連携によって、縮小できるものを具体

的に検討するというところかと思います。基本計画が作られてからすでに５年が経過しておりまし

て、この間に社会状況の変化もあってですね、教育委員会として、市長部局からの依頼を受けて検

討できないかということです。基本コンセプトそのものは維持する。図書館機能・ 文化会館機能と

いう大きな骨組みは維持し、既存施設との連携によって、どこかの機能をもう少し縮小できないか

ということを具体的に検討することになっています。

この案件３について、色々 ご意見・ ご質問あるかと思いますので、これをお聞きしていきたいと
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思います。距離的な問題もあって既存施設との連携がそもそも妥当なのかとか、横に並べた表では

並列されているんですけど、そもそも大きさが全然違ったりということもあって、連携が無理じゃ

ないかとか、複合施設でこういう諸室は置いといたほうがいいんじゃないかとか、ご意見をいただ

ければと思います。あるいは逆に不要ではないかと、この利用状況からみると、複合施設について

はこの部屋はいらないんじゃないかとかについても、具体的なご意見をいただきたいと思います。

<勝川委員長代理>

文化会館を使用するにあたっては、例えばルミエールホールの備品を使うときは必ず使用料がい

るんですね、でも文化会館で例えば電源使うとかマイク使うとかいうときは使用料はいらなかった

はずですよね。で、私も小さな会議でルミエールを、どこの施設もいっぱいだったんで、ルミエー

ルを使わせていただいたときに、電源なにか使われますか？とふと向こうから聞かれて、こちらに

したら初めて使うことで、そういうものにはお金はかからないという気持ちで行っていたのが、い

や午前なんぼで午後なんぼですと言われまして、それが例えば中塚荘だとかこちらだとかでパソコ

ン持って資料を作るという作業のときにはいらなかったんですよね。

だから、そういうことを考えたら、文化会館は小規模の会議をするっていうのは一番適していま

すし、ルミエールホールでも会議室はありますけども、やっぱり人数的にたく さんの会議をする場

合はそれでもいいんですけども、やっぱり文化会館のようにこじんまりとしたお部屋があると、私

たち小さなサークルで会議するときは便利ですので、その点また考慮していただければと思います。

<萩原委員長>

ありがとうございます。今のような具体的な意見をいただけるとすごく参考になるかと思います。

また、全体としてのご意見でも結構ですので、お願いいたします。

<奥田委員>

この利用率の表を見させていただいて、文化会館とか見まして、この料理教室ですね、他の部屋

を見させていただいたら利用率が高いということで、なかなか借り手が多いのであろうなと思うん

ですが、この料理教室は平日午前9. 5％、午後9. 5％、夜間0. 5％というような形で、利用率が低い

というのがこれでわかるんですが、この料理教室については各学校の家庭科室であるとか、公民館

とか、南部市民センターなどで代用することができるので、複合施設では不要なのではないかとこ

ちらでは感じておりました。以上です。

<宮本委員>

私が主催してます音楽のサークルなんですけども、いつもこちらでホールを利用させてもらって

ますけども、次に複合施設をつく るにあたり、連携するということで、ホールはいらないんじゃな

いかという具合に考えて削除されてしまいますと、いわゆるルミエールホールのリハーサル室は

100％を超えておりますので、抽選でまず当たらなく なるんじゃないかなという懸念があるんですね。

実質的に利用できないということになりますので、その辺も考えて、確かホールは２つつく るとい

う予定になってたと思いますので、それを２つはやめてもらっても、でも１つだけは絶対残してほ
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しいなという、私の利用状況から見まして、希望したいと思います。

すべて100％を超えるところがですね、利用するには３か月先の予約というのが必要でして、それ

もコンピューターの抽選ということになっておりますので、その辺の具合がどうかな、と思います。

100％超えたらほとんど使えないんじゃないかなと、当たる確率がだいぶ落ちてく るようになると思

うんですけども、その辺を改善と言いますか、何とかしてもらえたらいいかなと思います。

それとルミエールホールは利用料が今の時点では全然違いますよね、その辺もご考慮いただきた

いと思います。

<山田委員>

私は、文化会館機能で諸室の大幅な集約や縮小をせずに、公民館の老朽化も考えると、今後を見

据えて、公民館機能も果たせるよう十分な部屋数・ 規模を確保してほしいと思います。調理室の件

が出ましたけど、やはり公民館の調理室もあるのですけども、調理機具等が古くて、料理の種類が

限定され、稼働率が悪かったのではないでしょうか。できれば新しいところに新しい調理器具等を

入れていただいたら、もっと稼働率か増えるのではないかと思いますので、できればそのままの形

でお願い出来たらと思います。

<萩原委員長>

他にご意見ございますか。

いくつかのご意見いただきまして、やはり単純に大きさが似ているからということでの集約とい

うのは、例えば施設の使用の際に重要になっている要素がないということもあって、実質的な使い

勝手の部分でだいぶ違うところがあるというご意見がありました。

また、年数が経ってきた公民館を先 建々て替えるということが厳しそうな見通しであるならば、

やはりここでしっかりしたものをつく っておくべきではないかという先を見通したご意見ですね。

拙速に、ここで小さくするということはよくないのではないかというご意見もございました。

それから、料理室等はここでなくても、代替できるところ、たとえば学校であるとか使えるとこ

ろがあるんじゃないかとういうことで、機能ごとにしっかりと必要性を判断すべきじゃないかとい

うご意見もございました。

全体としてこの会議を開催するに至った大きな理由は、やはり財政的な理由で、当初５年前に計

画されていたものをそのまま実現することはやはり難しく 、機能集約ということを考えながら、全

体としての規模の縮小を図りたいというのが市長さんを含めたご意見だと思います。

このペーパーの下のところで、説明いただいたわけですけども、基本的なところは維持するが、

しかし他のところで代替できたり、そこのところへ出かけていけば部屋があるということについて

は、できるだけ無駄にならないように作っていきたいということで検討を進めるということです。

ただ、元の計画にあった基本的な機能は全部残すんだということになっていたかと思います。

今日の一番最初の説明のときに、子育て支援機能については、当初この計画を作っていたときの

状況ではなく て、別の施設が北部にもできたので、代替可能じゃないかということを、市側の内部

で検討されたということだったと思うのですが、もう一度確認させていただいてもよろしいですか。
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<事務局>

はい。５月の教育委員会定例会において、子育て支援課のほうから説明がありましたが、今回説

明させていただきました通り、南部地域に２か所あったもののうち、北部にはないという状況があ

ったので、この基本計画の中に盛り込んだという経緯がありました。

今回、次年度ですね、保健福祉センターで、子育て支援センターが開設できるという話がありま

したので不要といいますか、必要性がなくなってきたという説明があったということです。

<萩原委員長>

下の丸が重なっているところでは、子育て支援機能が小さく なっているんですけども、そういう

理由で縮小しているということです。

やはり、計画全体を効率的に見直すとなると、当然この設置面積をですね、減らさざるを得ない

ということですよね。設置面積をこのまま維持したままではなかなか、予算は減らないので。機能

を他のところと連携で移せる部分については、少しでも面積を減らしていく というのが基本的な方

向なんだろうと思います。

先ほどの附帯のところの「 子育て支援機能」 を含んで 580 ㎡というのが予定されているんですけ

ども、ここはどれぐらいの面積が実際必要なのかということになるかと思います。

ただ元々 のこの複合施設のコンセプトを、基本計画の中から読んでいきますと、やはり図書館機

能を中心に色々 な機能を一つに入れることによって、全体的に活性化を図っていく ことが想定され

ています。図書館を利用される方に、子育て中の家族・ お母さん・ お父さんおられるということか

らいうと、まったく子育て支援機能をなくすというのは厳しいですよね。来た方の中には、授乳し

たいだとか、あるいは子どもをちょっと預かっておいてもらって、その間に調べものしたいだとか

のニーズが当然あるわけで、その支援機能をもし完全になく してしまうと、かえって図書館機能と

いう元々 考えられていた基幹の大切な機能にも影響がおよんでく るということになります。まった

く なく すというんではなく て、合理的に縮小できるものは縮小するんだというふうに考えるべきで

はないかと思います。

先ほど、料理室については縮小できる可能性があるんではないかということはありましたし、ホ

ールも２つ計画されているんだけども、やはり１つだけは残していったらどうかというご意見もあ

りました。それから、先ほどの表の利用率の合計では100％を超える諸室があって、これを本当に左

右を比べていいのかというのは厳密に見ていただく必要はあるかとは思うんですけども、やはり利

用率はオーバーしている、ニーズはそれだけあるということなので、連携では無理なんだろうとい

うことになっていくんだと思います。

それとはまた別に、他に全然代替機能がないところですね。例えばこの１枚目の表で言うと、文

化会館の和室とかですか、他にない機能は基本的に作るということになるのかと思います。

そういう視点から、もう 1度全体的に洗い出ししていく とういうことですね。

関連して、私のほうから１つ、２つ質問があるんですけども、１つは総面積の縮小についての目

標というんですか、これぐらいは減らして欲しいというような指示というか、話はあったんでしょ

うか。
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<事務局>

３月の総合教育会議においては、具体的に市長から何㎡縮小あるいは何％減という具体的な明示

はございません。

<萩原委員長>

もう 1度見直して欲しいというのは、財政的な面での理由が非常に大きいということですが、具

体的な何％縮小したからという目途がつく ような段階にはなっていないということですね。設置計

画自体が、実施計画、基本計画等もまとまっていないと、建設する段階にはまだいってないので、

具体的にどれだけ減らしたらどれだけ建設費が減るのかというのはまだ実際わからないところがあ

るということです。

今日は、機能面でこういうものが不要なんじゃないかとか、あるいはこういうのはぜひ残して欲

しいということで、もう少し個々 の部屋の話でも結構ですので、具体的にご意見があればさらにい

ただきたいと思います。

それから、これで最後の説明までいただいたので、先ほどの案件２で施設の配置のイメージをお

示しいただいていますけど、この辺ももうちょっとこうしたほうがいいんじゃないかとか、あるい

は最初にそもそもこの会議を開くに至った経過についてもご説明いただきましたけど、ここでどう

いった意見がでたのかなどそういうことも含めてですね、案件をさかのぼってもらっても結構です

ので、もう少しご意見いただければと思います。

<勝川委員長代理>

先ほど子育て支援センターの話が出たんですけども、規模を小さく されているようなところがあ

ったんです。最近ほらすごい悲惨な東京のほうで虐待の件がございましたように、やはり今の各家

庭の若いお母さん方の助けの場というんですか、そういう親子で施設を利用できるような場所・ ス

ペースというのは、やはり必要かなと思うんです。

で、今７月の七夕さんでひとり親家庭のことで、文化会館で何か行事をされるというのも聞いて

おりますし、やはりそういうひとり親家庭の方がこう快く施設を利用できるような場所っていうと

ころを、ちょっとまた考えていただければなと思います。

<福田委員>

質問なんですけど、図書館も文化会館も今既存の施設があると思うんですけど、今度新しくでき

る施設の広さが出ていますが、新しくできるほうがやっぱり広く なるんですか。既存の施設よりも。

<事務局>

現在の図書館の大きさでいきますと、新橋町にあります図書館でしたら、約1600㎡でございまし

て、現在に比べると約２倍程度の広さになります。こちらにあります文化会館でいきますと、延べ

床面積が1072㎡で約1100㎡となっております。
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<福田委員>

やはり図書館がメインということになるんですかね。

その配分というのは、図書館・ 文化会館・ 附帯・ 管理サービスの広さの配分というのは大体この

配分でいく 、大きく変わることはないんでしょうか。

<事務局>

そこも踏まえた検討なんですが、まず図書館については蔵書、人口規模当たりの書籍の数がまだ

まだ足りないということがありますので、その蔵書を増やしていく という前提で図書館の延べ床を

増やしていく ということがあります。ですので、どこまで下げるといいますか、具体的な検討には

至っていないということです。

<福田委員>

わかりました。あと図書館でここは中央図書館的な役割になると思うんですけど、門真市の各地

域に支所的なものはあるんですか。

<事務局>

一か所だけありまして、門真市民プラザに分館があるということで。

<福田委員>

分館が一か所あるだけなんですか。ここに中央図書館ができることによって、分館が無くなると

かそういうことはないんですか。

<事務局>

そこまで具体的な計画というのは今出ておりません。

<福田委員>

わかりました。以上です。

<萩原委員長>

具体的なご質問でも結構ですので、ここまでのこと全部含めてですね、ご意見・ ご質問あれば積

極的にいただきたいと思います。

<宮本委員>

具体的なことになるんですけど、連携の話ですが、私が所属しているサークルは「 ホール」 を使

わしてもらうんですけども、先ほどはルミエールホールの「 リハーサル室」 を使おうかなと思った

んですけれども、これも 100％を超えますので無理かなという感じですね。

それからじゃあ公民館の「 集会室」 ですね、公民館は「 ホール」 と言わず「 集会室」 になってい

ますけども、こちらをじゃあ利用しようかなと思いましても、こちらも常時100％を超えていますの
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で、まず利用ができないかなと感じますので、「 ホール」 のほうを必ずつく っていただきたいという

要望をしておきます。

<萩原委員長>

ありがとうございました。他どうでしょうか。具体的な要望というか、この機能を残しておいて

欲しいであるとか、逆になくても構わないであるとか、ぜひそういうご意見をいただければと思い

ますけども。

<宮本委員>

もう 1 度よろしいでしょうか。では、施設配置イメージ案の変更のところなんですけども、新しくで

きます生涯学習複合施設の敷地の間取りといいますか面積を見ますと、前と変わらないぐらいになって

いますけども、この絵はやはり縮小されるんでしょうか。面積ですね。

<事務局>

現在地域整備課より説明を聞いている段階においてはですね、左から右に移っている面積につい

てはほぼ同規模の約4000㎡と聞いております。

<宮本委員>

そうですか、ありがとうございます。

<萩原委員長>

面積は今のところ変わんないということで、ただ建物はこれから設計なので建物の面積は変わっ

てくるかもしれませんが、敷地面積は同じということですね。

他ご意見いかがでしょうか。

<宮本委員>

私のほうは「 ホール」 がぜひ必要ということで、お話させてもらってるんですけども、逆に言い

ますと文化会館にあってですね、他のところで十分に部屋が使えるという部屋ですか、そういうの

はどうしても敷地だとか設計だとかで無理ということであれば、減らしてもいいかなと思っており

ますので、例えば絵画室、絵画室は他にないんですね。他の100％超えないところは、あるいは他の

ところに連携ということで構わないかと考えます。

<萩原委員長>

他に、今までの会議内容で特にこの部分についてもということでも結構ですので、ご意見はいか

がでしょうか。

<勝川委員長代理>

今現在行われております文化会館の事業といたしましては、新しく建て替えられましても行われ
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るということでしょうか。年間事業をいつも計画されておりますけども。

<事務局>

もちろん、みなさんにご迷惑をおかけしないように、諸室の規模だとかに応じたものも必要です

し、まずみなさんの活動ができることが前提に検討していきたいと考えておりますので、はっきり

お約束はできないんですけども、その方向性で進んでいるとだけお答えいたします。

<勝川委員長代理>

やはりみなさんそういう事業を楽しみになさっている方・ 市民の方が多いと思いますので、それ

はまた継続でよろしく お願いいたします。

<萩原委員長>

他にご意見ありますか。

<福田委員>

新しく複合施設ができた場合、今既存の図書館や文化会館というのはどういうふうになっていく

んですか。例えば取り壊ししちゃうんですか。文化会館の耐震の面でっていうのがありましたけど。

それとも存続していくんでしょうか。

<事務局>

文化会館については除却処分となっておりまして、図書館については、こちらに新しいものがで

きましたら集約する方向になっていく ことになると思います。

<福田委員>

やはり今の既存の図書館もなくなっていく ということですね。

<事務局>

既存の図書館は単体の建物ではありませんでして、ビルの１室を使っておりますので、それが無

くなるということです。

<福田委員>

そうなんですね。文化会館はどう。

<事務局>

文化会館は除却させてもらいます。

<福田委員>

わかりました。ありがとうございます。
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<萩原委員長>

ありがとうございました。文化会館はここですよね。ここは耐震性にも問題があるので、除却す

ることになっていると伺っています。

現在、図書館は間借りしているということなので、それを新しい複合施設に集約して拡大すると

いうことを前提に計画を立てておられたようですけども、ただ 5年間の変容の中で、当初予定して

いた床面積をそのままでいいのかという意見が市長から出ているということです。

ただ、今日事務局からご説明いただきましたように、基本計画に盛り込まれていた機能をどれか

１つを完全に無く してしまうようなことはやらないということですよね。基本的機能は維持しなが

ら、全体としての費用をできるだけ圧縮できるように考えていきたいということです。ただ、子育

て支援機能については、当初計画されていたときとは状況が変わってきているので、これについて

はかなり縮小する可能性があるのかなと、そういう理解でよろしいでしょうか。

色々 なご意見を頂戴しましたけども、この会議としては、この施設そのものはかなりの時間をか

けて議論いただいて、基本計画もすでに出されて市民の目に触れてるということもあるので、大き

く変えるというのは望ましくないのではないかというのが多くの委員のご意見だったかと思います。

縮小する機能については、先ほどご意見ありましたように、個々 の機能集約等については十分に検

討を進めていただきたいのですけれども、出来るだけ早く計画の実現に向けて、一歩踏み出してい

ただきたいというのが、この会議の総意ではないかと思います。この文化会館は、階段だけしかな

く 、利用者の方からの切実なご要望もあるし、今回地震があったということで、耐震性に対する市

民の目もより一層厳しく なるだろうということも考えられます。

個々 の機能の集約ということは、いただいたご意見もまた踏まえていただきたいんですけども、

全体の委員会の議論としましては、新しい施設が駅に近づいてく ることによって、より利便性が高

まるし、今まで話が出てきたものも踏まえて作っていただく という方向で、前へ行って欲しいとい

うことかと思います。

そのうえで、先ほど何人かからご意見いただきましたように、ホールは欲しいとか、今日の資料

で既存施設の利用率が 100％超えてるものについてはそもそもすでにオーバーフローしてるのだか

ら、これを無くすというのはあってはならないし、あるいはここに、他に代替施設がなく文化会館

だけにあるような機能については当然継続するというのが、全体の方向性としてはご意見であった

かと思います。

積極的な意味で言うと、古川橋という門真市内で乗降客数の多い駅のすぐ北側に、市の顔になる

ような新しい施設ができるわけですから、これはぜひ積極的にとらえていただいて、限られた予算

の中だと思うんですけれども、ぜひ市民の要望をくみ取って実現していただきたいということです。

同時に、これは将来的な門真市の顔を作るという意味で非常に大きな事業だと思いますので、その

辺についても一段の配慮いただければというのが私の意見です。

他になにかこれは言い忘れたというようなことはありますか。よろしいでしょうか。

ぜひ実現に向けて、先に進めていただいて、より魅力ある施設を作っていただく ということを、

最後に要望してこの話を終わりたいと思います。

あとまだ案件４が残っておりますけども、一旦ここまでの話については閉じさしてもらいますが、
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よろしいでしょうか。

では案件の４ですね、その他につきまして事務局のほうから何かございますでしょうか。

<事務局>

本日は貴重なご意見たく さんいただきましてありがとうございました。

本日いただいた意見につきましては、今後ですね、また検討していく うえでの材料とさせていた

だきます。

最終の案につきましては、次回の審議会等でですね、お示しさせていただくようにしたいと思い

ます。ありがとうございました。

<萩原委員長>

それでは、案件についての審議は以上とさせていただきます。

これをもちまして、平成30年度第１回公民館運営審議会を閉会とさせていただきます。

どうもありがとうございました。



平成30年７月25日

門真市教育委員会 様

門真市立公民館運営審議会

委員長 萩原 雅也

「 生涯学習複合施設」 について（ 自由意見抜粋）

平成30年度第１回門真市立公民館運営審議会において、「 生涯学習複合施設」 について

審議し、別紙の通り自由意見をとりまとめましたのでご報告いたします。



別 紙

生涯学習複合施設について（ 自由意見抜粋）

１．生涯学習複合施設建設基本計画の概要と総合教育会議以降の経過について

・ 財政状況が厳しい中でも、身の丈にあった施設として、多くの市民の期待が生涯学習

複合施設の建設に寄せられている。

・ 施設機能の多少の再検討はあったとしても、基本計画策定時の全体的なコンセプトは

変更せず、できるだけ早期に建設を進めることが望ましい。

２．施設配置イメージ案について

・ 駅前にこのような新しい施設ができることは、積極的に評価することができ、総合体

育館など既存施設との距離も近く 、施設同士の良好な連携も期待できる。

・ 駅から近く なり利便性が上がり、駅から建物全体が見えるようになることで、新しい

門真市の顔となり、魅力ある門真にもつながっていく ものと考える。

３．既存施設との連携による機能分散の考え方について

・ 基本コンセプトは維持すべきであり、基本計画にある機能をどれか１つ完全になくす

のではなく 、他の既存施設や学校施設を代用しながら機能の集約・ 縮小について検討

してほしい

・ 子育て支援機能を保健福祉センターに集約できるとしても、複合施設が図書館機能を

中心に活性化を図る以上、親子で利用できる場所・ スペースは必要である。

・ 機能集約を想定した利用率が100%を超える諸室や他の施設で代替できない諸室は、基

本的には複合施設に設置する方向で検討すべきである。

・ 公民館も年数が経過し建替えが厳しいなら、今後を見据えて、複合施設の規模を大幅

に集約するのは望ましく ない。

・ 使用料の件に関して、ルミエールホールを代替施設として使う場合、文化会館と比べ

料金が高いため、一定の考慮が必要であると考える。
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平成30年度第１回門真市社会教育委員会議 議事録

会議名称 平成30年度第１回門真市社会教育委員会議

開催日時 平成30年７月２日（ 月） 午前10時から午前11時50分まで

開催場所 門真市立文化会館 1階ホール

出席者

（ 委員） 萩原議長・ 舩越副議長・ 中島委員・ 仲谷委員・ 鈴木委員

木下委員・ 白土委員【 出席人数７人／全８人中】

（ 事務局） 満永教育部長、水野教育部次長、牧薗社会教育課長、西中図書館長、

森井社会教育課長補佐、中谷社会教育課長補佐、山下主査、岡係員

議 題 生涯学習複合施設について

傍聴者数 １人

担当部署
（ 担当課名） 教育部 社会教育課

（ 電 話） 06-6902-7139（ 直通）

【 事務局】

定刻となりましたので、ただいまより平成30年度第１回門真市社会教育委員会議を開会いたしま

す。

まず、はじめに資料の確認をさせていただきます。

（ 資料確認）

不足等ございましたらお知らせください。

今回の会議は昨年度から引き続いての開催であり、委員の交代はありませんが、新年度を迎え、

第１回目の会議なので、改めて委員のみなさまを事務局よりご紹介いたします。

資料のうち委員名簿をご覧ください。

（ 委員紹介）

なお、古川委員につきましては本日ご欠席の連絡をいただいております。

次に、事務局の出席者の紹介を行います。

（ 事務局紹介）

本日の会議開催の経緯について簡単にご説明いたします。

本年４月に開催されました門真市教育委員会第４回定例会において、生涯学習複合施設に関して、

社会教育委員会議や公民館運営審議会に対して意見を聴取することが求められました。

社会教育委員につきましては、社会教育法第17条第１項において、「 社会教育委員は、社会教育

に関して、教育委員会に助言するため」 様 な々職務が規定されておりますことから、この度、委員
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の皆様にご意見を求めるものでございます。

本日審議する議題につきましては、「 生涯学習複合施設について」 であり、古川橋駅北側の旧第一

中学校跡地付近に建設が予定されている図書館及び文化会館の複合施設に関して、であります。

生涯学習複合施設建設基本計画につきましては、策定委員会の委員として社会教育委員も参画され、

様々 なご意見・ ご提案いただき平成25年３月に策定されたものであります。

本日も、委員の皆様におかれましては、社会教育を推進する視点から、様々 なご意見を頂戴した

いと思っております。

なお、門真市立社会教育委員会議運営要領に基づき、会議は公開するとしておりますが、不開示

情報に該当する情報を審議する場合には、議長は会議に諮り、会議を公開しないことができること

となっていることを申し添えます。

それでは、以降の進行を議長にお願いします。

【 萩原議長】

あらためまして、みなさんおはようございます。

今ご説明にありましたように、急遽、会議を開催させていただいたということで、複合施設が話

の中心となっております。教育委員会に対して助言ということなので、みなさんの忌憚のないご意

見を活発にいただいて、それを教育委員会に伝えるということで今日はお願いしたいと思います。

次第にはこの案件につきまして、順番に基本計画の概要、それから先ほど経過について少しご説

明いただきましたけれども、それについてもう少し詳しく お話しいただく ことから進めるというこ

とになっておりますが、我々 のこの会議で、この施設について、あまり時間をとって今まで意見交

換をしたことがないと記憶しております。改めてこういった社会教育施設にどのようなことが求め

られているのかということで、みなさまにざっく ばらんに、こういう施設についてどういうイメー

ジをお持ちなのか、どういったことが大事であると思っておられるのかということについて、まず

意見交換をしてから次第に沿って順番に進めていこうと思っております。その方が後からイメージ

を膨らませて様々 な意見をいただきやすいかと思いますので。どんな施設が社会教育施設としてふ

さわしいのか、どんな条件がいるのかということについて、委員のみなさまに簡単に意見交換をし

ていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

木下委員お願いします。

【 木下委員】

社会教育施設には教育という名称が入っておりますけれども、何か市側から一方的に提供すると

いうことではなく て、市民のみなさまがどういう施設にしたいかということも準備段階を含めてで

すけれど、市民のみなさん自身が持っていただいて、交流の場となって地域課題に取り組む、人と

人とのつながりの場であるような社会教育施設ができることで、市民活性化につながれば望ましい

のではないかと考えております。
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【 萩原議長】

ありがとうございました。はじめのブレインストーミングみたいなことなので、自由にご意見を

いただければと思います。

【 仲谷委員】

例えば、発表会の会場であれば発表会がなければ来ないわけです。何か研修会などの自分たちで

学習会をするという場はあっても、それがないと立ち寄らない場所になると困ると私は思っていま

す。資料にも図書館の機能と書いてありますが、図書館などがあれば、用事がなくても図書館に、

何かスペースがあればそこに立ち寄るということで、先ほど木下委員がおっしゃっていたように、

コミュニティと言いますか、地域の人が集う場所になることが理想かなと思います。

【 萩原議長】

ありがとうございます。

いかがでしょうか。自由にご意見いただければと思います。

【 鈴木委員】

よろしいでしょうか。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。

【 鈴木委員】

私が感じることで言いますと、複合施設という名前がついておりますけれども、こういうものを

建てるときに、何でもかんでもありということにしてしまうと、結局何だったんだということにな

りかねません。

今回、図書館というものが大きく見えていますが、この施設に行ったら、例えば、出会えない本

に出会えるといった分かりやすい筋を一本作って、こういう建物を建てられたらどうかと思ってい

ます。一番悲しいのは、せっかくお金を出して作ったけれども、誰も利用しない、利用の仕方が分

からないということが一番ダメだと思うので、一本柱を立てたらどうかと感じています。

【 白土委員】

私は第五中学校の地域会議に関わって４年目になりますが、五中地域会議は門真の一番端で、い

ろいろなことについて不都合が見えてきます。

例えば、子どもに関わっているもので言えば、居場所とか子ども食堂とかいろいろあります。こ

の頃考えるのは、学校現場から離れて10年以上になりますが、学校をもう少し活用したらどうかと

いうことです。先生方がおられる前で言いますと、忙しいのにそこまで見られないということにな
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るかもしれないですけれど、学校く らいの広さといろいろな施設をもっているところはないと思い

ます。門真市には小学校と中学校あわせて20校あります。この施設を学校教育だけに使うのか、も

う少しいろいろな活用を考えたらどうかということで、今、いろいろ考えております。

市内で勤めております時に、たしかに、体育施設開放や運動場開放の関係、それから生涯学習の

取り組みがございまして、そちらに３年ほど関わったことがあるんですけれども、陶芸とか趣味を

もった方が地域からたく さん集まってこられて、体育施設や学校施設の利用が非常に盛んでした。

なので学校施設の利用をもう一度見直してはどうか。門真全体でするのが難しいようであれば、ど

こか１校モデル校を作って、学校で起こったことを何でも学校長の責任ということではなく て、施

設の管理の一部をシルバー人材センターに任せるなど考えていってはどうか。図書室もありますし。

地域の中の話で、門真の東の方には文化施設がないというご指摘もありまして、門真市にはいろ

いろありますよと、行けばいろいろありますがなかなか近くにはない。ということで、社会教育の

観点から学校施設の利用をもう一度考え直してはどうかということが、私の頭の中で巡っているこ

とでございます。

【 萩原議長】

ありがとうございました。

【 舩越副議長】

社会教育というのは非常に捉えやすいようで捉えにくいと言いますか、範囲が広すぎると言いま

すか、それでいてこれが本当に社会教育なのかというイメージを持つことが、すごく精通されてい

る方にとっては分かりやすい言葉だと思いますけれど、市民の方からすると、縁があるのかないの

かはっきりしないという概念のものであると思います。

先ほど鈴木委員がおっしゃったように、あまり何でもいいよというように構えてしまうと、かえ

って接点を見つけられない方が多くいるような気がいたします。となりますと、使用目的を限定し

た方がいいのかということもまた、違うと思います。上手に使用のモデルを示して、その中に多く

の方々 が参画していく 。教育する側として、あるいは教育される側として。そういったモデルをた

く さん出していく というのが、今回、駅前のすごくいい立地でできるのもすごくプラスの材料だと

思いますので、そのあたり上手く活かしていけるものであっていいのかなと考えております。

【 萩原議長】

ありがとうございました。一通りご意見をいただいて、この後いろいろと考えていくのに大事な

キーワードが出てきたと思います。交流とか居場所というのもありましたし、一本筋を通すと言い

ますか、この施設が何のための施設なのかと言われたときに、分かりやすく伝える柱が必要なので

はないか。

あるいは、発表とか研修がなければ立ち寄らないということではなくて、本があるとか、気軽に

立ち寄って、みんな集まって来られるようなところが必要なのではないか。
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あるいは、地域のいろんな課題を持ち寄って、それを解決していく ような場が必要で、例えば、

モデル校というようなお話がありましたけれど、ここも中学校の跡地なのでそこを上手く活用しつ

つ、学校との連携とかそういったことにもう少し力を入れて、目に見える形にしてはどうかと。

やはり、社会教育施設は非常に広がりがありすぎて何をしているのか分からないので、先ほどの

話ともつながりますが、何か一本柱を通して、目に見える形で市民に何をやっているのかというこ

とを分かりやすい形で伝えること。

計画の方を後で順番にご説明いただきますけれども、古川橋駅のすぐ北側ということで、まさに

門真の顔になるような立地になるかと思います。そこに分かりやすい社会教育の集いの場があって、

市民がわいわい集って何かやっていると。何か門真楽しそうだな。活き活きとしているということ

が、誰の目にも見えるような形のそういう良い施設ですね。一言で言うと。みんなが集えるような

施設に何とかならないか。

ただ、先ほどおっしゃっていたのは、時代の変遷もあって、なかなか思い通りのものをつくるこ

とが厳しいという状況の中でどう考えていくのか。ということが、この後、順番にまたお話を聞き

ながら考えていきたいと思いますけれども。そのようなイメージを持ちながら、この後の話を聞い

ていければと思います。

他に何か付け加えることなどはございますか。よろしいでしょうか。

では、みなさんのいろんなイメージを出していただいたところで、ここから順番に詳しい話にな

っていくんですけれども、案件が大きく ４つ、その他を入れると５つあります。順番に案件につい

てご説明いただきながら、その内容について質問やご意見があればお聞きして、最後にもう一度全

体を通してご意見いただく という形で進めていきたいと思います。では、次第に沿って議事を進め

ていきたいと思います。

まず、案件１「 生涯学習複合施設建設基本計画の概要と総合教育会議以降の経過について」 事務

局より説明をお願いします。

【 事務局】

それでは案件１「 生涯学習複合施設建設基本計画の概要と総合教育会議以降の経過について」 ご

説明いたします。

お手元の資料のうち、生涯学習複合施設建設基本計画の概要版をご覧ください。

この資料は、生涯学習複合施設について意見交換を行う前に、建設の基本計画を改めてご説明い

たします。内容としましては、一番左上には、基本コンセプトとして、「 地域とともにコミュニティ

を育む文化・ 学習の交流拠点」 という形で、多様な文化・ 学習活動の展開、地域コミュニティの醸

成、地域の景観づく りの３点の柱があります。それを受けて、図書館部門では、「 幅広い世代の関心

を取り込んだ図書館資料が活用できるゆとりある滞在の場」という滞在型の施設を目指しています。

文化会館部門では、「 市民の自主的・ 創造的な活動を支援・ 発信・ 循環する場」 という市民相互の

交流の創出と活性化、民間等の多様な主体との連携・ 協力、人づく り・ 文化・ 学習・ 情報の拠点、

自主・ 創造的な活動の循環を記しております。
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付帯部門では、「 新たな出会いを生み出し、幅広い交流を育む、憩いの場」 という多世代交流を生

み出す人づく り支援、子育て世代が利用しやすい施設、気軽に立ち寄れる憩いの施設とする整備方

針としております。中段にあります導入機能の設定については、後の案件３でご説明いたします。

下段にあります、施設整備において配慮すべき事項としては、自転車・ 自動車のアクセス動線の

確保、良好な地域景観を誘引する景観、防災として地震・ 水害に強い災害に強い建物構造、環境と

して環境配慮や二酸化炭素排出抑制の低炭素社会に向けた先進的な施設、その他としてユニバーサ

ルデザインの導入といったことを配慮すべき項目としております。

資料の裏面をご覧ください。整備計画モデルとして、駅前との連続性・ 一体性を確保して賑わい

と潤いのある顔づく りをし、電車や周辺地域からの見え方に考慮し、都市の将来像を先導するよう

な上質で、門真市の顔にふさわしいデザインとする。屋外は、駅前の賑わいと落ち着いた雰囲気の

休憩空間など使い方に応じたゾーニングを行うとした計画モデルを示しております。

下段にあります、管理運営、施設整備に向けた検討としては、市の直営や指定管理者制度の導入、

民間企業の資源の活用などを検討することとし、図書館と文化会館の併設によるメリットの活用、

他施設との連携による生涯学習環境の充実といったことを基本的な考え方に据えております。

今後のまちづく り事業の動向を見据えながら早期に開設を目指し、事業費は財政状況などを踏ま

えた、設計の段階で検討し、管理運営費も費用の縮減に寄与するような手法を検討することとして

おります。

続きまして、総合教育会議以降の経過についてご説明いたします。

生涯学習複合施設については、平成30年３月19日開催の門真市総合教育会議において、市長よ

り教育長及び教育委員に対し、これまでの京阪古川橋駅北側の門真市立第一中学校跡地活用につい

ての市議会などの議論や、市内のまちづく りの状況の変化、本市の厳しい財政状況を踏まえ、既存

の市有施設の活用についても十分検討できるのではないかとの考えから、生涯学習複合施設のあり

方について、一定の再検討を教育委員会にお願いしたいとの考えが市長から示されました。

次に、４月の教育委員会第４回定例会では、教育委員より事務局に対し、既存の市有施設での活

用を検討するための資料の作成について指示がありました。市長の提案を検討し、社会教育委員会

議や公民館運営審議会の各委員のご意見を聞いたうえで、教育委員会の意見をまとめて、市長部局

へ回答してはどうか、回答の際は、以前の計画のコンセプトの変更することは考えられず、教育委

員会としてできることとできないことをはっきり回答すべきとの意見がありました。

次に、５月の教育委員会第５回定例会では、事務局より生涯学習複合施設建設予定地の周辺に位

置する市北部にある市有施設のうち、文化会館、公民館、ルミエールホール、中塚荘の各諸室にお

ける利用状況について調査し、報告を行いました。

また、市の財政状況について財政課より、市内のまちづく りの状況について地域整備課より、保

健福祉センターで開設予定の子育て支援機能について子育て支援課より説明してもらいました。

各課からの説明では、市の財政状況としては、28年度決算時点の資料を用いて、財政収支見通し

について社会状況等の毎年、変動することを断ったうえで、31年度までは当面収支不足は基金の取

り崩しや使用していない市有地の売却などの臨時的な収入で対応を見込むものの、災害に備えて基
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金は一定残しておきたいとのことでした。単年度収支をみると 32年度から赤字となり、34年度から

は毎年度５億円程度の赤字が続く見込みであると、財政課より示されました。

次に、本市のまちづく りの状況としては、京阪電車に沿った地域の多くは「 地震時等に著しく危

険な密集市街地」 にして面的整備や主要生活道路の整備を進めながら、除却補助事業によりまちの

不燃化に取り組んでおり、門真市立第一中学校跡地の市有地について、企業アンケートやヒアリン

グによる土地利用計画の検討を進めているとのことでした。

また、京阪門真市駅から大阪モノレールの南進計画が進められており、松生町のパナソニックの

工場用地では民間事業者が大型商業施設を建設する再開発が見込まれていると、地域整備課より説

明がありました。

次に、保健福祉センターでの子育て支援機能としては、乳幼児と保護者が相互の交流を行い、育

児相談や子育て情報の提供などを目的に、地域子育て支援拠点事業を、門真市民プラザの「 なかよ

し広場」 と、北島町にある「 智鳥保育園」 に委託して「 地域子育て支援センター」 を実施しており

ましたが、北部地域での拠点移設が必要であると考え、生涯学習複合施設の建設基本計画に盛り込

んだ経緯がありました。

そうした中、保健福祉センター内に「 地域子育て支援センター」 を移転し、健康増進課で実施す

る母子保健型の利用者支援事業と緊密に連携し、必要な情報を共有することで、切れ目のない子育

て支援が可能であると考え、当初計画にあった生涯学習複合施設内での地域子育て支援拠点事業の

実施は必要性がなくなったと、子育て支援課より説明がありました。

次に、５月28日の庁議において、市の中の会議体なのですが、地域整備課より、幸福町・ 垣内町

地区のまちづく りについて、施設配置イメージ案の変更と市有地活用の方向性をまちづく り協議会

や地権者、市議会議員などへ対外的な説明資料とするため、本市まちづく り部において民間企業へ

の市場調査の結果を参考にゾーンニングを考案されたと説明がありました。

次に、６月に入りまして、市議会が始まり、平成30年第２回定例会の総務建設常任委員会と文教

こども常任委員会、本会議の一般質問で生涯学習複合施設の件が取り上げられましたので、その概

要を説明いたします。

まず、総務建設常任委員会での質問として、

質問①「 ５月28日の庁議の議事録では、幸福町・ 垣内町地区の施設配置イメージ案の変更につい

て、市場調査を参考としたものとされているが、市場調査の概要をお聞きしたい。」

質問②「 総合教育会議で古川橋北側のまちづく りと財政状況の関係について、説明があったが、

あらためて今の財政状況を踏まえ伺いたい」

質問③「 施設配置イメージ案の変更について市議会にも説明があったが、今後、この地区を門真

市の顔となる「 賑わい交流ゾーン」 としていく ために一中跡地の市有地をどのように活用していく

方針なのか伺いたい」 といった質問がありました。

次に、文教こども常任委員会での質問としては、

質問①「 ３月の総合教育会議で市長から再検討の依頼を受け、これまでの経過と再検討の方向性

の考え」 について質問のほか、
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質問②「 生涯学習複合施設を所管する教育委員会は、施設が「 賑わい交流ゾーン」 を牽引すると

か、「 人寄せの魅力発信の核心施設となる」「 門真市のシンボルゾーンを形成する」に当たっては、「 ど

の場所に設置されるのが最も効果的か」、「 交流広場との組み合わせどうするのが最も効果的か」 に

ついても、様々 に検討して責任を持って主体的に見識を持つべきと思うがどうか、などの質問があ

りました。

次に、６月の教育委員会定例会では、教育委員に対して事務局より、生涯学習複合施設と既存施

設との連携による機能分散の可能性を進めてきたことの報告がありました。

その報告内容は、次の案件２にあります施設配置イメージ案について、案件３にあります既存施

設との連携による機能分散についての説明を行いました。

また、今後、検討を進めるうえで、公民館運営審議会と社会教育委員会議を開催し、どちらの会

議も議題を「 門真市生涯学習複合施設について」 とし、社会教育委員は教育委員会に助言する立場

として、また、公民館運営審議会は公民館の各種事業の企画実施の調査審議をする立場として、そ

れぞれの役割に応じた意見を聴取し、検討の参考としたいと説明を行いました。その際、教育委員

より社会教育委員、公民館運営審議会からの意見をぜひ聞いてもらいたいという意見がありました。

施設利用者の視点から、文化会館の利用団体や一般市民を対象にワークショップの開催を予定し

ていることを説明いたしました。

長くなりましたが、以上で説明を終わります。

【 萩原議長】

計画が策定されてから約5 年が経過して、今年度に入ってから教育委員会や総合教育会議で議論

が行われてきたと。その後、市議会でも質問があったということで、それ以降の経過を踏まえて、

市長の方から、財政見通しやまちづく りの状況の変化に応じて、この生涯学習複合施設の在り方に

ついて、もう一度検討してもらいたいということがあったということです。

では、今説明のありました内容について、ご質問はございますか。

【 萩原議長】

よろしいでしょうか。では、私から２つばかり。賑わい交流ゾーンがこれからの市の顔となるわ

けですが、この活用方針について、市長あるいは教育長がどのような答弁をされたのかということ

をもう少し聞かせていただけたらということがまず1点と、実は私の方にお話しがあったのですが、

７月末にワークショップをして、市民のみなさんや利用団体の方から話を聞いてはどうかというこ

とを想定されているんですけれども、そのワークショップについて、どのようなテーマで考えてお

られて、あるいはどのような団体を候補とされているのかということ、そのあたり２点お聞かせい

ただけますか。

【 事務局】

賑わいゾーンに関する答弁内容としては、「 門真市幸福町・ 中町まちづく り基本計画」 では、門真
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市の顔となる魅力的で質の高い「 賑わいゾーン」 として様々 な都市機能の集積・ 複合化を図ってい

くため、民間活力を導入していき、民間活力導入にあたり、「 高層共同住宅・ 商業・ サービス等ゾー

ン」 の市有地を原則売却し、民間事業者の創意工夫を活かすため、公募型プロポーザルの方式等に

よる民間事業者の選定方法を検討していきたい。」 と答弁しました。

もうひとつ質問でありました、ワークショップの件につきましては、今回、説明させていただき

ました、建設基本計画の基本コンセプトにあります、「 地域とともにコミュニティを育む、文化・ 学

習の交流拠点」 を実現するために、誰もが利用したく なる施設や新しい施設に期待することを大き

なテーマにしていきたいと考えております。また、その際は、文化会館の既存施設との連携の可能

性について是非とも話し合っていただけたらと考えております。

【 萩原議長】

市長からの答弁にもありますように、市の顔としてこの施設を建設するという思いは共有されて

いると思いますけれども、特に財政状況の変化等の中で、もう少し計画そのものが本当にこれで良

いのか見直していきたいと。ワークショップも予定されているので、皆様方のご意見だけでなくて、

実際に利用団体の方からも別途ご意見をいただく という機会もございます。

それから、先週末に公民館運営審議会を先に開催させていただきまして、そこで公民館運営審議

会委員の皆様方からもいろいろご意見を頂戴しております。という状況の中で、今日の会議になっ

ているということをご理解いただいて、順番に進めていきたいと思います。

次の案件２、施設の配置イメージ案について、先ほどのお話でもこれが変更されたということが

ありましたので、これについて事務局より説明をお願いします。

【 事務局】

資料のうち、施設配置イメージ案の変更及び市有地活用の方向性について、をご覧ください。幸

福町・ 垣内町地区のこれまでの動きにつきましては、平成21年３月に「 門真市幸福町・ 中町まちづ

く り基本計画」 が策定されて以来、住宅市街地総合整備事業により、老朽建築物等の除却や公共施

設用地の取得、各種調査などを行っております。

29 年 11 月に開催されました、当地区内の地権者からなる共同整備事業組合総会において、平成

30年度中の土地区画整理組合設立をめざすことが示され、事業区域確定に向け、地権者の合意形成

を進めているところであると聞き及んでおります。

はじめに、施設配置イメージ案の変更についてでありますが、「 門真市幸福町・ 中町まちづく り基

本計画」 では、幸福町・ 垣内町地区を門真市の顔となる魅力的で質の高い「 賑わい交流ゾーン」 と

して様々 な都市機能の集積・ 複合化を図ることとしております。

左図に示しておりますのが、これまでの将来構想のイメージとして、29年11月に開催された共同

整備事業組合の総会において、地域整備課より地権者に対し説明されたイメージ図となっておりま

す。右図に示しておりますのが、今回、民間企業への市場調査等に基づいて変更したイメージ図と

なっております。なお、この市場調査の概要については、お手元の資料でご確認ください。



10 

左から右図への変更内容は３点あり、１点目の商業・ サービス等ゾーンに関しては、民間企業へ

の市場調査の結果を踏まえ、高層共同住宅・ 商業・ サービス等ゾーンとし、民間事業者が効率的・

有効的な土地利用の発想が可能となるような一団の高度利用が可能な敷地の配置としております。

２点目の生涯学習複合施設に関しては、交流広場との接続や周辺施設との一体性・ 連続性を確保

し、市民や利用者に配慮し、駅から近く 、来館しやすい東側に配置しております。

３点目の公共施設（ 道路・ 広場） に関しては、道路については、各ゾーンの利用形態に応じた幅

員構成や接道を設定し、交流広場については、既存の駅前広場を活用し、生涯学習複合施設への歩

行者動線の確保及び賑わいの持てる適正な規模及び配置としております。

次に、市有地活用の方向性についてでありますが、左下部分は、教育委員会で現在議論している

生涯学習複合施設について記載しております。（ 仮称） 門真市生涯学習複合施設建設基本計画におけ

る図書館機能を核とし、現在の基本コンセプトである「 地域とともにコミュニティを育む文化・ 学

習の交流拠点」 のもと、本市のまちづく りの状況や社会情勢の変化を踏まえ、導入する機能で設定

された諸室を集約するとともに、関係附属機関等の意見を踏まえつつ、既存の他施設との連携・ 機

能分散を検討することとしております。

右下部分に記載しております、今後についてでありますが、高層共同住宅・ 商業・ サービス等ゾ

ーン（ 市有地） については、原則売却とし、公募型プロポーザル方式等による民間事業者の選定方

法を検討し、良質な共同住宅や立地環境に応じた商業・ サービス等の民間施設を誘致し、生涯学習

複合施設については、建設・ 維持管理コストの観点や既存施設の活用を検討するとともに、都市再

生整備計画事業などの交付金導入に向けて調整を図ることとしております。

以上で説明を終わります。

【 萩原議長】

民間事業者へのアンケート調査を実施されて、その結果がこの市場調査の概要という所にまとめ

られているわけですけれども、その中から出てきた意見を踏まえてですね。

この会議にとって一番重要なのは、生涯学習複合施設が手前と言いますか、古川橋駅の近くに移

動になったという点だと思います。交流広場の後ろのすぐ見えるような位置に大きく移動したとい

うことですね。その結果、商業施設等のゾーンが、かつて交流広場を挟んで二つに分かれていたの

が一つにまとめられたというところが大きな変更点だと思います。

この案件２についてご意見等があればお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

【 木下委員】

よろいでしょうか。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。
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【 木下委員】

案件１の時に申し上げるべきだったかもしれませんが、今回見直しということで、生涯学習複合

施設のアクセスと言いますか、交流広場から近く なったことはとても良いことだと思います。管理

運営体制について、案件１の資料２でご説明いただいたところなのですが、少し気になりますので。

今回、図書館機能が核ということで、商業施設ですとか施設管理、あるいは貸館業務とかハード

部門にいろんな民間のノウハウを活かしたアウトソーシングは可能であり、大変有効であるかと思

いますが、その核となる図書館機能については、指定管理制度の導入ということではなく て、市の

直営を強く願っております。行政関係の各課との連携ということがこの複合施設のスタートのポイ

ントですので、指定管理で頑張っておられる図書館もあるんですけれども、やはり直営との一番の

違いは行政関係の各部署との連携というところが大変困難になっておりますので、民間に委託して

有効なところと、そうでないところとを是非メリハリをつけて進めていただきたいと希望いたしま

す。

【 萩原議長】

ありがとうございました。特に図書館の運営体制についてご意見いただいたので、知っておいて

いただければと思います。他、いかがでしょうか。

【 仲谷委員】

私がぱっと見た時に、駅から近くて建物が見えるということは、例えばその施設の開館時間がど

れく らいか分かりませんけれども、門真市にお住まいの方で仕事が終わって図書館が空いているか

ら少し寄ってみようとか、その先に食の施設があると、お買い物もついでにしてみたいなど、利便

性を考えるとその方がいいと思っています。

【 萩原議長】

ありがとうございます。積極的に評価するということですね。

【 鈴木委員】

私も同じような印象を受けたんですけれども、門真市の顔ということで言うと、駅からぱっと見

た時の印象というのは大きいでしょうし、新しい案だと、建物が大きく二つですよね。なので、設

計によってはシンボリックなものになるでしょうし、ただ、メインの青いところの広さはあまり変

わらないんですよね。

【 事務局】

はい。広さは約４０００㎡と聞いております。

【 鈴木委員】
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それでしたら、機能は全然失っているわけではありませんし、商業施設が一つにまとまっている

ということは買い物をする側からしても便利かもしれません。そのように感じます。

【 萩原議長】

ありがとうございました。他、いかがでしょうか。

【 鈴木委員】

先ほどのワークショップのところで、一本筋が通ったという話と関わるかもしれませんけれども、

どなたとワークショップをするかで、利用者ということでしたかね。利用者ももちろんお願いした

いですけど、機能を分散する先の方にも意見を聞いた方がいいのかなと思いました。例えば、ルミ

エールホールとかにもご意見をいただいて、分散できるなら分散など、意見を集約されていけばい

いと思います。

【 事務局】

募集の際には、そういったことも検討したいと思います。ありがとうございました。

【 萩原議長】

他、ご意見ございますか。

私の方からひとつ質問なんですけれども、交流広場には基本何もない、芝生の広場のようなもの

があるというイメージで考えておられるのですか。

【 事務局】

交流広場はイベントなどができる広場を考えております。

【 萩原議長】

何もないですよね。駅から見ると、広場越しに生涯学習複合施設の正面が見えるということです

ね。この配置で言うと。

【 事務局】

もともとゲート性というようなことが書いてありまして、駅からの一体性と書いてありますので、

おそらく見通せるレイアウトだと思います。

【 萩原議長】

ということは、まさに、門真の学習とか教育の顔みたいな形ですよね。こちらの京阪沿線を通っ

ていますと、他の施設は少し見づらいですよね。はすはな中学校も見えづらいような気がしますし、

総合体育館も少し見えにくいというような気がしているんですけど。これですと、まさに広場があ
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ってその向こうですね。遮る物がなく 、ぱっと見えるという感じに受け取れるのですが。

【 木下委員】

遠方の例ですと、岩手県紫波町がオガール広場ということで、図書館を核とした施設なんですけ

れども、まちづく りの拠点の生涯学習施設ができて、本当にたく さんの地域のそういったことに取

り組んでいる方が視察に行かれているということを聞いておりますけれども。何もないところが交

流広場で、建物が真っ直ぐ向いて、交流広場にいろんなイベントですとかアクティブに使えるとい

う、そういう場となっているようなので、今回の変更は前向きに捉えることができるのではないか

と思いました。

【 萩原議長】

ありがとうございました。

では、この変更につきましては、肯定的といいますか、むしろ近づいてきてメリットが大きいの

ではないかというご意見が多かったかと思います。

では、案件２につきましては以上とさせていただきますが、また戻っていただいて、あの時のと

いうことでも結構ですので。

続きまして、案件３「 既存施設との連携による機能分散の考え方について」 ということで、もう

ワークショップの話が出ておりますけれども、これについて事務局より説明をお願いいたします。

【 事務局】

資料のうち、既存施設との連携による機能分散の考え方について、をご覧ください。

この資料は、現在、生涯学習複合施設の機能に関する既存施設との連携・ 機能分散について検討

を進めており、作業状況をイメージしていただく ために、生涯学習複合施設建設基本計画の中の関

係個所を抜粋したものです。

資料左側の表につきましては、基本計画29ページに掲載されております施設構成モデルです。資

料1 の概要版にも図示されている導入機能を表にし、部門ごとに目安となる延べ床面積が示されて

おります。

図書館部門は3500㎡を想定し、そこには図書館閲覧機能として、図書や資料の管内閲覧、館外貸

し出しに対応した場であります。

一般開架ゾーン、雑誌や新聞などの「 閲覧・ ブラウジングゾーン」、館外持ち出し禁止図書などが

多く置かれる「 郷土資料ゾーン」、「 参考資料ゾーン」、乳幼児と小学生を対象とした「 児童開架・ 読

み聞かせゾーン」、10代のニーズに合わせた書籍を配置する「 ティーンズゾーン」、所蔵と視聴を行

う「 ＣＤ／ＤＶＤ視聴ゾーン」、防音・遮音性能を有する「 対面朗読ゾーン」により構成しています。

調べ学習機能として、図書や資料を活用して、個人に限らず、団体やグループ利用による学習、

研究ができる場であります。書籍などの持ち込みや個人の学習研究をする「 研究個室」 と、少人数

のグループ、子どもたちの調べ学習を行う「 グループ学習室」 により構成しています。
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情報通信機能としては、 Ｉ Ｔ技術を導入して、情報化社会に対応した図書館サービスを提供でき

る場であります。個人や団体の自主的な活動に利用できる「 無線ＬＡＮスポット」、蔵書検索や館内

情報だけでなく市内の様々 な情報を検索できる「 情報検索ゾーン」 により構成しています。

資料保存機能として、図書、資料の蔵書を適切な環境で保存するための場であります。

事務管理機能としては、図書の貸し出し返却サービスを行う、「 窓口カウンターゾーン」、図書資

料を整理する「 資料整理室」、図書館部門に関する事務作業を行う「 事務室」 により構成されます。

文化会館部門は1100㎡を想定し、そこには、学習・ 創造機能として、市民が自主的、創造的に文

化・ 学習活動を行える場であります。「 個人学習ブース」、「 会議・ 研修室」、ダンスや音楽などを行

う「 多目的室」、「 調理室、絵画室、工作室」「 和室」 により構成されます。

発信・ 体感機能として、文化・ 学習活動の成果を発信し、体感する場であります。サークル活動

の発表の場として音響などに配慮した「 ホール」、自主的活動の表現の場とする「 展示ギャラリー」

により構成されます。

付帯部門は580㎡を想定し、そこには滞留機能として、「 エントランス」、「 交流・ 休憩スペース」、

団体などが小規模な打合せロッカーを設置する「 サポーターズスペース」 により構成されます。

飲食機能として、施設利用者や周辺地域住民が交流、滞留する場であります。飲食可能なスペー

スとしてカフェなどにより構成されます。

子育て支援機能として、子育て世代も快適に利用でき、多世代が交流する場であります。

就学前の乳幼児を対象で保護者も同伴できる「 キッズスペース」、子育て世代の家族が交流できる「 子

育てサロン」、「 授乳室」 により構成されます。

情報発信機能として、文化・ 学習活動に関する情報やイベント情報、講座の参加募集情報などを

発信、共有する場であります。イベントや市民の自主的活動を発信、受信できる「 学習情報コーナ

ー」、個人・ 団体の自主的活動の情報発信をサポートする「 情報発信工房」 により構成されます。

管理・サービス部門は820㎡を想定し、そこには事務・管理機能として、施設の管理に必要な、「 事

務室」、「 給湯室」、「 更衣室」、「 倉庫」 により構成されます。

サービス機能として、施設利用者が使用する「 トイレ」、「 廊下・ 階段室・ エレベーター」「 機械・

設備室」 などにより構成されます。

防災機能として、災害時の帰宅困難者の受け入れといった都市防災に配慮した機能を有するもの

であります。すべての部門を合わせて6000㎡を想定しています。

次に、資料右側の上段の図は、基本計画34ページに記載されている建築計画モデルであります。

施設への導入機能が相互に連携するイメージを例示したもので、その下段の図は、導入する機能と

類似の機能を持つ既存施設との連携により、機能分散するイメージを表したものです。

学習創造機能は、複合施設に残るものと、公民館・ ルミエールホール・ 中塚荘へ分散するもの、

子育て支援機能についても複合施設に残るものと保健福祉センターへ分散するものというように、

既存施設への代替や諸室の集約が可能かどうかという検討を進めております。

次に資料のうち、「 文化会館と既存施設との利用率からみた連携・ 分散の可能性について」 の資料

をご覧ください。まず、こちらの資料ですが、連携・ 分散の可能性について検討するため、市立文



15 

化会館の諸室と、北部の既存施設の同程度の広さの諸室の利用率との合計利用率を表したものとな

っております。

北部の既存施設として、ルミエールホール、中塚荘、公民館を想定して、３種類作成しておりま

す。

まず、ルミエールホールについてであります。資料を広げていただきますと、大きく ３つに分か

れており、左側が文化会館の利用率を示し、中央がルミエールホールの利用率を示し、右側には、

文化会館とルミエールホールの利用率を合計した数値となっております。

利用率については、平日と土日祝、そしてその合計を午前、午後、夜間に分類して利用率を示し、

網掛けしているところが利用率100％を超えている部分を示しています。

文化会館とルミエールホールとの各部屋の比較については、文化会館の諸室の収容人数、面積、

用途に応じて、ルミエールホールの部屋で該当しそうな部屋を選び出し、比較したものとなってお

ります。文化会館の料理講習室については、ルミエールホールにおいてはその用途に該当する部屋

がないため、空白となっております。

利用率が100％を超える諸室は、文化会館のホールとルミエールホールのリハーサル室で、２か所

の利用率を合計しますと、平日の午前以外は利用率が100％を超える状態です。

文化会館の第一会議室とルミエールホールの研修室で、土日祝の午後の利用率が100％を超える状

況です。

次に、文化会館の音楽室とルミエールの練習室２でも、土日祝の午後で100％を超える状態です。

利用率が100％未満の諸室は、文化会館の和室とルミエールの和室１で一番高い利用率で土日祝の

午後の93％となっております。

２枚目の中塚荘の資料をご覧ください。文化会館と中塚荘との利用率からみた連携・ 分散の可能

性についてでありますが、利用率が100％を超える諸室は、文化会館の第一会議室と中塚荘の研修室

１で平日の午前・ 午後で100％を超えております。

文化会館の和室と中塚荘の和室１で平日の午前・ 午後、土日祝の午後で100％を超えております。

文化会館の第三会議室と中塚荘の研修室1・ ２で平日・ 土日祝の午前で100％を超えております。

３枚目の公民館の利用をご覧ください。文化会館と公民館との利用率からみた連携・ 分散の可能

性についてであります。利用率が100％を超える諸室は、文化会館のホールと公民館の集会室が平日

の午前以外100％を超えています。

文化会館の第一会議室と公民館の講義室では土日祝の午前と夜間以外は100％を超えております。

文化会館の第二会議室と公民館の第１会議室では平日の午前・午後、土日祝の午前で100％を超え

ております。

利用率が 100％未満の諸室は文化会館の料理講習室と公民館の料理教室の合計で一番高い利用で

も土日祝の午前49. 4％です。

資料の説明は以上で終わります。

【 萩原議長】
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この案件３のところが、今回検討いただく議題になろうかと思いますけれども、基本計画を策定

されて５年間が経過して、当初の予定どおり検討できるかどうかということを、教育委員会として、

市長部局から検討依頼を受けてもう一度見直そうということで、基本コンセプトである、図書館と

文化会館の機能はしっかりと維持しながら、類似の既存施設との連携を図りつつ、もう少し機能を

集約できるところはないかということで具体的に検討するための資料となっております。

では、この案件３につきまして、質問やご意見等あればいただきたいと思います。

いかがでしょうか。はい、どうぞ木下委員。

【 木下委員】

せっかく生涯学習複合施設ですので、図書館部門と文化会館部門が切り離されるのではなく て、

例えば、図書館の調べ学習機能のグループ学習室でしたら、大学は今グループ学習室と言いますか、

ラーニングコモンズがひとつの大きなブームで、単なる自習室ではなく 、主体的に学んでいただい

て、静かに本を読む図書館ということとは、かけ離れたイメージの場をつくるようになっているん

ですけれど、今全国の大学の６割く らい整っている状態なんです。公共図書館にもそういうことは

応用できると思いますので、グループ学習室というのが、いろんなことができると言いますか、図

書館の資料を読むとか、グループで勉強をするというイメージではなく て、例えば文化会館を利用

して、いろんな門真市の地域課題解決の活動をなさっている人たちのラーニングコモンズとしても

使えるような、そういう多様な交流の場、グループ学習室というのを交流ルームとかそのようなイ

メージで進めていただければ望ましいかと考えております。

【 萩原議長】

ラーニングコモンズ機能ですね。すごくキーワードだと思います。

【 木下委員】

最初に議長にキーワードを整理していただきましたけれども、交流ルーム、居場所としての図書

館もまたキーワードとなっておりますので、そういった学習室というイメージではなく 、居場所で

もあり、交流ルームでもあり、アクティブラーニングの場でもありという、そういうイメージかと

思います。

【 鈴木委員】

いいですか。

【 萩原議長】

はい。

【 鈴木委員】
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私も同じようなことを考えておりまして、図書館も本を入れただけでは機能しないので、そこを

活かして、改めてソフトでどう攻めていく のかということかなと思う時に、私は会議室のイメージ

だったんですけれども、そういうイベントができるような大きい部屋があった方がいいかなと思っ

ていて、それが図書館の中にあったら一番いいでしょうし、この文化会館の中の多目的室と連携で

きればいいのかと思いました。

【 木下委員】

そうですね。どちらの場合でも使えるような。

【 鈴木委員】

それと 100パーセントを超えている部屋についてですが、裏を返せば100パーセントになってい

ないところは、事足りているという理解でよろしいでしょうか。

例えば、絵画室とか。というように思うと、計画を立てられてから５年が経過して時代も変わっ

ていますので、文化会館にある、調理室とか、絵画室とか、工作室というのが、最近馴染みのない

部屋の名前がついていますので、これが多目的室でいろんなものに使用できるのであればいいと思

うんですけれど、そこだけに機能を集約してしまうと少しもったいない仕様かなと感じます。

【 事務局】

ありがとうございます。他、いかがでしょうか。

【 仲谷委員】

いいですか。

【 議長】

はい。どうぞ。

【 仲谷委員】

調理室が今でもあまり使用されていないのに、新しいところにはもう必要ないのではないかと思

います。ただ、ここも利用されていて、ルミエールホール、中塚荘も利用されているところは、複

合施設にあれば、また利用者が増えるかなと思いますけれども。ここは思い切って、要らないもの

はなく していく方向がいいかと思います。

【 萩原議長】

利用率の低い限定された用途のものから、厳しいようであれば、はずしていってはどうかという

ご意見かと思います。
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【 木下委員】

すいません。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。

【 木下委員】

附帯の飲食機能でカフェというところについて確認なんですけれども、商業施設と隣接しており

ますので、この施設内に飲食店を設けるということではなくて、飲食可のスペース、最近図書館で

もそういった所が多いので、あるいは常設の飲食店ではなくて、何か手作りのビジネスを始めたい

と思っておられる方が期間限定で出展してとか、そのような形であれば望ましいかと思いますが、

飲食店が入るということはもったいないと思いますし、商業施設との競合もありますのでそのよう

に感じたところです。

【 萩原議長】

商業施設がまだまだ近隣にできるので、そこと上手く連携して、それのためだけのカフェのスペ

ースをこの中にオールインワンで作る必要はないのではないかと。

ただ、飲食できるところは、今、ラーニングコモンズにも結構ありますよね。

【 木下委員】

はい。飲食スペース、持ち込んでというところは必ず必要かと思います。

【 舩越副議長】

この縦長の資料ですが、もう一度確認なのですが、利用率と稼働率という表現がありますよね。

これは同じという認識でよろしいでしょうか。

【 事務局】

はい。そうです。日数と利用しているコマを分母・ 分子にして利用率を出しております。

【 舩越副議長】

これ、先ほどおっしゃっていた 100 パーセントを超えているところが、超えているところはかな

りの率で超えているんですけれども。念のためお聞きしますが、同じ団体が違う日に重複して利用

しているということもあるんでしょうか。

【 事務局】

サークル活動をされる方は、大体決まった曜日で活動されるというところがあるんですけれども、
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もし取れなく て、空いている日があれば、そこを予約して利用されるというケースはあります。

【 舩越副議長】

やはり、できるだけ多くの方々 が希望する用途でもって、使えるというのが非常に重要になると

思いますので、先ほどおっしゃったように、利用用途によって偏ると言いますか、集中する分野と

そうでもないところがあったりしますので、目的というのはこれから見直して、効率の良さという

のを検討していく必要があると思います。

やはり、使いたいけれども使えないというのが一番市民の方々 からすると大きな不満になるよう

な気がしますので。そうなりますと、部屋の使用目的を上手に検討して、何とか利用する希望者の

方々 が使えるような、新たな施設にもそういった配慮が必要な気がします。

【 萩原議長】

ありがとうございます。他、ご意見ありますか。ご質問でも結構です。

私から基本的な質問なのですが、文化会館はここなんですよね。これは耐震性の問題とかがあっ

て継続して利用することはもうしないという方針で、この機能がまず複合施設にいく と。

図書館も今、機能がいっぱいになってきているので、ここへ複合施設をつく ったら今の図書館を

閉館するという見通しでしたか。

【 事務局】

図書館の蔵書数が人口割合に比べて少ないので、蔵書を増やすということになると、今の図書館

には入りきりませんので、新しい施設ができれば移転するということを考えておりますので、今あ

る図書館については閉館かなと考えてはおりますが、まだ閉館後の利用については未定でございま

す。

【 萩原議長】

ということで、100パーセントを超えているところは、もし文化会館が閉館されて、新しい施設に

その部屋ができなければオーバーフローすると。ルミエールホールだけでは賄いきれないので、100

パーセント超えているところは作っていただかないと、という理解でよろしいですか。

【 事務局】

はい。

【 萩原議長】

それから、先ほどご意見いただいておりました、例えば、料理講習室とかはそもそも非常に利用

率が低い。0パーセントというのもあるんですけれども、先ほど白土委員がおっしゃっていたように、

家庭科室のような、どこの学校にもありそうな気がしますけれども、そういった部屋の開放はされ
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ていますか。

【 事務局】

はい。しております。ただ、授業に差し支えのない範囲ということで校長先生の了解のもととい

うことになっております。

【 萩原議長】

例えば、夜でも利用できるんですか。一応先生がおられる時なんですか。

【 事務局】

夜につきましては、10時までは利用可能となっております。あくまでも学校施設ですので、学校

教育に支障のない範囲でお借りしている状態です。

【 萩原議長】

例えば、そういうところとの連携を一段と進めることができれば、ここに料理だけの専用の部屋

をわざわざ作らなくてもいいのかもしれませんね。門真はすはな中学校とかでしたらすぐ近くです

し、そこに例えば、料理のサークルの方でしたら、空いている時はこちらも使ってく ださいという

ことで利用の案内をすれば、機能的になって、そこに人が集まってきますので、中学校がまさに活

動の拠点になっていく という方向性も出てくるかもしれませんので、そういうことも検討してみた

らいいのかなと思いますけれども。

利用率が低い、特にその用途が非常に限定されている施設ですね。絵画室もそうですし、料理講

習室もそうですし。水回りが必要ということで言うと、ひょっとすると、機能を一緒にすることが

できる可能性があるかもしれませんね。固定した調理のテーブルを並べるというのではなく て、そ

れも周りに配置しておいて、真ん中は空けておいて、絵画の方ですとそこにディゼルを立てて絵画

をされて、料理の方はそこに折りたたみのテーブルを持ち込んで、試食の場合はそこでできるとか。

ちょっと柔軟に考えていく と、この利用率によってはその二つの機能を併せ持ったものに上手く も

っていく とか、ということも具体的に検討できるような気がします。

先ほど、木下委員がおっしゃったように、みんなが集まって食べたり飲んだりしながら、一緒に

わいわいとしながらやるというのは、図書館は今そういう方向性なんですかね。

【 木下委員】

そうですね。ラーニングコモンズの中でも飲食可能のスペースを設けておられるところもあるの

で、従来のイメージとかなり変わってきております。

【 萩原議長】

我々 が学生の時は静まり返って、絶対に喋らないで勉強するのが図書館という感じだったんです
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けれども、今はもう図書館ずいぶん変わってきて、みんながそこでワイワイ集いながらというよう

な感じですよね。

【 木下委員】

そうですね。あえて、間仕切りを作らずに外から何をしているか見えて、ちょっと立ち寄ってみ

ようかなという感じであったり、少なく とも必須条件は机とか椅子が可動式なんですね。自分たち

の好きな形にできるというような、そういうことも、ラーニングコモンズが取り入れている今まで

違う優れたところだと思いますので、グループ学習室という場所の検討の時には、ぜひそういった

ことも取り入れていただきたいと思います。

【 萩原議長】

先ほどおっしゃったように、商業施設が近くにあるので、例えばお洒落なカフェを誘導できれば、

図書館で借りた本を持ち込んで、コーヒーを飲みながら本を開く ということがあるとすごく活性化

するような感じもしますし。

私、実は中之島図書館のカフェを作るということで、数年前に大阪府社会教育委員会議で議論し

たことがあるんですけれど、今はもうできているんですれども。あそこは、文化財保護条例の規定

があって結構大変なんですね。一応できて、そこのカフェの中には図書館の本を並べてもらって、

図書館の本の表紙を見てもらいながら、この本ならちょっと借りに行って、じゃあ図書館に本を借

りに行けたからここでその本を開けて、というようなことをできたらいいなという話になっていま

す。例えば、相手先のカフェのところにも、図書館の本の借り方のパンフレットを置いてもらって、

あるいは図書館で今こんなコーナーでこういう本を展示していますといった、そこのカフェで宣伝

してもらって、上手く交流できたらすごく いいかもしれません。そのあたりの機能なんか上手く機

能融合させながら、できるだけ費用を抑えていく といった方向性は可能だと思いますので、考えて

いただきたいと思います。

それからひとつ、話が出てこなかったんですけれども、子育て支援機能については、冒頭の計画

説明のところで市の北部に新たな拠点が出来たので、ある程度縮小可能であるといった説明があっ

たと聞いたんですけど、これはそれでよろしいですか。

【 事務局】

来年度の開設を予定していると聞いております。

【 萩原議長】

今ご説明いただいたカラー刷りで２段に分かれていて円が重なっている図なんですけれども、下

が青い両方矢印のところで、囲いの部分が具体的に機能分散できるのではないかというふうに考え

られているところだと思います。

例えば、子育て支援機能というのは、来年度開設予定の近くにあります保健福祉センターと機能
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分散できれば、ただ、図書の閲覧の時に子どもさんを連れてこられた方には、それを支援するとい

うのはすごく重要なことなので、そういう機能だけは残すとか。あるいは、学習の時に保育の施設

があったほうがいいので、そのあたりだけ残すというのが具体的に可能だと思います。

学習創造機能については、先ほど表のところでルミエールホールと中塚荘、あるいは公民館との

間で部屋の状況を分かりやすく表にしていただいていますので。先ほどのご意見ではここで 100 パ

ーセントを超えるところは、やはり作らないといけないのではないか。個別の機能を持っている部

屋で、非常に利用率が低いところは、それは改めて作るというよりも複合的な機能の部屋を設ける

なり、そういう工夫が必要ではないかというご意見も複数いただいていたかと思います。そのあた

りはまたご検討いただければと思います。

もう一つ案件があるんですけれども、ひとまず案件３につきましては一旦締めさせていただいて

よろしいですか。

では、続いて案件４ですね。他の個別計画との整合性についてです。

生涯学習の複合施設を考えるうえで、門真市の生涯学習活動を振興している基本方針は門真市生

涯学習推進基本計画という、この冊子に基づいて行われていますので、まずこれについてご説明を

いただいきたいと思います。

それから、平成29年度の第２回のこの会議で発言させていただいたんですけれども、施設の維持

ですね。これが今非常に厳しいということになってきますと、このままの施設を維持するのは当然

難しいということになって参ります。もちろん、新しくできる施設も例外ではありませんので、当

初の予定規模で作って、５年後、５億円の財源不足の時にこのままの状態で本当に耐えられるのか

ということも、やはり重要な要素となっております。

国の方でも今、そういうインフラの長期的な整備については基本計画を策定して、各市町村の方

でもいろんな取り組みをされていると思うんですけれども、門真市においても、公共施設の総合管

理計画を策定されているということなので、こちらについてもご説明をお願いしたいと思います。

【 事務局】

資料のうち、門真市生涯学習推進基本計画の冊子をご覧ください。

本市における生涯学習に関する基本的な方向を明らかにするために平成26年３月に策定したもの

です。

生涯学習活動それ自体が、積極的に学ぶことにより自ら成長していこうという自律的なものであ

ることから、表紙には「 みんなでつく ろう！おもしろいまち・ おもろいまち門真！」 を合言葉に生

涯学習施策を持続的に展開することで、「 自律発展都市門真」 をめざし、市民協働を基軸に循環型ま

ちづく りを進める主体づく りに寄与することをめざしております。

１ページの第１章では、「 計画の策定にあたって」 として、生涯学習とは一人一人がその生涯にわ

たって自発的意思に基づいて行うことを基本とし、自己に適した手段、方法を自らが行う学習を言

い、教育基本法第３条に生涯学習の理念が示されております。市民の健康づく りと生きがい作りの

ため、新たな知識・ 技能を習得するため、子どもが健やかに育ち成長するため、活気と活力のある
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地域づく りのために生涯学習が必要であると示しております。

続いて、９ページの第４章 基本構想では、基本理念をわかりやすく 、「 みんなでつくろう！おも

しろいまち・ おもろいまち門真！」 と表現し、学習環境の整備や人材育成をとおして、それらの活

動を支援することにより、協働を基軸とした生涯学習によるまちづく りを推進していく ことを述べ

ています。

続いて、10ページでは、基本理念の実現をめざし、基本目標を「 しろう！生涯学習！」「 やろう！

生涯学習活動！」「 つく ろう！まなびあう仲間！」「 つながろう！市民みんな！」 と設定し、11ペー

ジでは、協働を基軸に、「 まなびの情報提供」「 まなびの機会づく り」「 まなびの場づく り」「 まなび

のネットワークづく り」「 まなびの人材づく り」「 子どもを育む取り組みの推進」 の６つの計画の柱

を設定しております。

次に、12ページから 50ページにかけまして、基本計画として、６つの計画の柱に沿って、各々 現

状と課題、施策展開の方向、基本施策を示しております。

今回の議題であります生涯学習複合施設に関しては、27ページをご覧ください。

新しい生涯学習施設の整備として、老朽化が著しく 、市民生活の変化に応じた新しい生涯学習の

拠点づく りの観点から、図書館と文化会館とを集約した計画を推進していると記載しています。

次の28ページには、既存の生涯学習施設の活用として、①生涯学習施設の改修、長寿命化の推進

では、施設の更新に合わせて省エネ型施設の採用、計画的な改修を進め、②図書館機能の充実では、

市民の知的ニーズや文化的な関心にこたえるため蔵書や地域資料の充実、提供に努め、こどもの読

書活動を推進し、③学校施設の開放では、学校を児童、生徒に限らず地域住民共有の財産であり、

運動場などの諸施設の開放を行うと記載があります。

51ページには、12ページから 50ページの施策体系を一覧表として示しています。53ページには、

生涯学習の入り口として、生涯学習を身近に感じてもらうために①まず、図書館に行こう。②まず、

地域のお祭りや運動会などのイベントに参加しよう。③まず、誘われたら行ってみよう。④まず、

市内の名所・ 旧跡を歩いて訪れよう。といったように行動の一例を定めています。

次に、資料のうち、門真市公共施設等総合管理計画概要版をご覧ください。

この計画は門真市の建物系施設とインフラ施設を合わせた公共施設等に関して、中期的な取り組

みの方向性を示す計画であります。

市内の建物系施設としては107施設あり、築30年以上の施設が約7割を占めている状況で、社会

教育施設の延床面積は全体の約５％を占めています。

人口は1990年をピークに減少に転じ、2045年には2015年比較で約12％人口が減少する試算をし

ています。

経費の見込みとして、2016年からの30年間で建物系施設では、総額約1100億円、インフラ施設

では30年間で総額約530億円と試算しています。

施設の保有量の縮小について、人口の減少に合わせて、建物系施設の総延べ床面積を削減しつつ

も、市民１人あたりの延べ床面積は維持し、市民サービスを確保していく ことをめざし、 2045年ま

でに市の保有する建物系施設の延べ床面積を 2045 年までに約12％削減することを目標としていま
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す。

公共施設等のマネジメントを推進するために、４つの基本方針が立てられています。

施設総量の適正化、長寿命化の推進、市民ニーズへの柔軟な対応、民間活力の導入が示されてお

ります。

以上、簡単ではございますが説明を終わります。

【 萩原議長】

では、個別計画との整合性ということで、特に二つですね。

門真市生涯学習推進基本計画、これが平成26年３月に策定されて、それに沿って生涯学習を進め

ていただいているわけです。もう一つは、門真市公共施設等総合管理計画ということで、これは平

成28年12月ということになっております。

複合施設に関わる２つの計画について、ご説明をいただいたわけですけれども、この案件４の説

明につきまして、ご質問やご意見等頂戴したいと思います。

【 仲谷委員】

すいません。いいですか。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。

【 仲谷委員】

最後の説明に、人口が減っていくので約12パーセント以上削減することを目標にすると書いてあ

ったんですけれども、そうしましたら、今から作る施設が計画通りしていいのかということも少し

疑問に思いました。

【 萩原議長】

これにつきましては、事務局いかがでしょうか。

【 事務局】

その計画は既存の建物が対象で、延床面積を12パーセント削減ということになりますが、この複

合施設につきましては、新しい施設です。30年後も存在する施設になりますので、将来のために転

用しやすいスペース設計というのが必要であると考えております。

【 萩原議長】

特に絶対的にこのような数値目標が課されているわけではないですよね。まだできていない、既

存の施設ではないので。ただ、気持ち的には少しでも減らした方がいいということでしょうかね。
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【 白土委員】

よろしいですか。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。

【 白土委員】

地域の話なんですけれども、学校施設開放ということで、運動場の開放、土日子どもたちとか他

にも使われますけれども。年間50回の予算があると。ただそれが、25回分しか指導員の関係で開放

ができないという実態を聞いたんですね。

私はやはり、学校は遊ぶにしても非常に安全で、広く て、いろんな施設があるということで、こ

れを活用するのが大事だと思うんですけれども。子どもの減少もありますが、50回分の予算がある

のに25回分しかできないというのは、少し大変な状況だなと思います。

子どもの遊び場を一方では作らないといけないと言いながら、適当なところが使えない、非常に

矛盾するようなことが起こっている。そのあたりの実態は、これは社会教育課になるんですかね。

運動場の開放については。

【 事務局】

今おっしゃっていただいたとおり、年間50回分の各学校開放の指導員の報酬を計上しているとい

う中で、25回とおっしゃられたんですけれども、たしか昨年度は平均40回を超えておったと思って

おりますので、学校によっては、回数が50回に満たなかったところも当然ございます。25回しかで

きていないという個別の学校状況は、具体的な数字は今分かりませんが、社会教育課として校庭開

放委員会にも出席して、50回を目指してく ださいということでお伝えさえていただいているところ

です。

【 白土委員】

全ての学校で50回分は予算化されているんですか。

【 事務局】

各学校50回分です。

【 白土委員】

そうですか。

【 萩原議長】

では、他にどこの部分でも結構ですので、ご質問やご意見がございましたらお願いします。
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【 木下委員】

すいません。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。

【 木下委員】

基本計画の35ページにサタスタのことが書かれておりますが、ぜひ新しい施設では先ほどのグル

ープ学習室機能のいろんな活用ということになるかと思うんですけれども、サタスタを図書館で開

催していただく と、学校で土曜ですと司書もおられなくて、資料の活用にも繋がっていないと仲谷

委員からもお聞きしたことがありますので。

実際に事例として、例えば県立ですけれど、山梨県立図書館では、交流ルームで不登校ですとか

貧困家庭の子どもたちを対象に、無料で学習支援をされているという例もありますので、門真市さ

んの長年のサタスタの取り組みを、新しい図書館のグループ学習室、ラーニングコモンズで実施し

ていただく と、学校で行うこととはまた違う効果がでてく ると思います。

【 萩原議長】

ありがとうございます。これも基本計画に謳われている内容の連携、整合性ということになって

く るかと思います。

【 鈴木委員】

いいですか。

【 萩原議長】

どうぞ。

【 鈴木委員】

私この仕事をする前に会社員をしていまして、人口やお金の話が出てく ると気にはなるんですけ

れども。この床面積の12パーセント削減という目標は、人口が12パーセント減少していることに

リンクしているということでよろしいですか。

【 事務局】

直接人口とリンクしているかどうか、そこまでは把握できておりません。

【 鈴木委員】
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人が減っていくから、１人あたりの公共面積を合せていく という意味で。

【 事務局】

人口と財政というところだと思います。

【 鈴木委員】

そうですよね。今回の複合施設については、どのようにお考えですか。先ほどの仲谷委員と同じ

質問かもしれませんが。

何が言いたいかと言うと、せっかくみんなに還元されるべき新しい施設が建ったときに、お金が

ないのに不必要なものを建ててということにならないように、12パーセント削減して建てましたと

いうことはひとつの戦略だと少し思うんです。

先ほど機能分散のところで、例えば子育て支援機能が保健福祉センターでということが実現でき

るのであれば、それこそ床面積を12パーセント分削減したら、堂々 と建てればいいのではないかと

感じます。

【 萩原議長】

いかがでしょうか。

【 事務局】

参考とさせていただきます。ありがとうございました。

【 萩原議長】

延べ床面積は、実施設計がまだなのであくまで想定上の話ですよね。

【 事務局】

そうです。

【 萩原議長】

経費のことはやはり絶対考えなければならいので、厳しく なってく るという前提で、５年前につ

く られたものをもう一度考え直していく ということは必要なことなので、鈴木委員がおっしゃった

ように人口も今後12パーセント 27年度以降、減になってきますので、この５年前につく られた計

画のままで実現できるかは再度考える必要があると。

ただ、全体の床面積を削除ということで貢献できるものであれば、例えば、既存施設をもう一度

見直すことで、新しい施設のところに機能を持ってきて、古い方の施設でいらないものを、それが

できるのか分かりませんけれども、施設そのものを廃止するのでなければ厳しいかもしれませんけ

れども、どちらに集約するのかもう一度考える必要があると思います。
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それからずっと話に出ております学校施設との連携ですよね。当然これからまた人口の減少によ

って、児童数、生徒数の減少が予想されますので、学校施設も今までどおりの形ではおそらく維持

が難しいので、学校施設をもう少し上手く 市民向けに活用していく という方向で、できるだけ学校

施設を既存施設として利用していく ということも、ひとつの考え方だと思います。そのあたりまた

ご検討いただければと思いますけれども。

今後の見通しと言いますか、今日こういう話をさせていただいて、この後、教育委員会や総合教

育会議等に報告ということで、実際にこの施設がいつ頃できるのか。少し答えにくいかもしれませ

んが、今後の身通しとしてはいかがでしょうか。

【 事務局】

予定では35年度オープンということになっております。

【 萩原議長】

５年後にはできているということですね。

あと、門真市公共施設等総合管理計画に書かれている12パーセントということで、これは絶対条

件ではないけれども、少しでも減らしていく方向で機能集約できるのか。あるいは、ここに集約す

るので、他の施設のところで、既存の社会教育施設をこういう形で減らすのかということは、さら

に検討の余地があるかと思います。

他いかがでしょうか。案件４のところで、あるいは今までのところ全部遡っていただいて、案件

１からでもいいので、最後にご意見やご質問があればお願いします。

【 鈴木委員】

よろしいですか。

【 事務局】

鈴木委員、お願いします。

【 鈴木委員】

けっこうこれ期待しています。この文化施設と言いますか、図書館は非常に大事だと思っており

まして、先ほど木下委員からも図書館のいろいろなアイディアをお話しく ださりましたけど。

例えば、図書館はどうしても静かに勉強しないといけないイメージ、場所なんですけれども、騒

いでもいいようなコンセプトの部屋の図書館があっても面白いですし、子どもの視点で自由に本が

選べたり、散らかっていてもいいじゃないかというコンセプトの部屋があってもいいなと思います。

既存の図書館にないようなものを、門真につくれて、それをまたみんなでそういう図書館が門真に

あるよということを外に発信していけば、ひとつのシンボリックな場所になっていくだろうなと思

います。
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あと、商業施設と隣接しているというところが、またひとつの面白いところで、どうせなら戦略

的に中に入るテナントの企業さんを選定するではないですけど、ここを文化施設と言うのであれば、

文化の薫りがするテナントを入れていく と言いますか、例えば枚方の方でツタヤ書店さんがオープ

ンしたことで、ものすごく枚方のイメージが変わりましたよね。みたいに、ちょっと文化の匂いが

するようなテナントを入れたりとか。

先ほどの料理教室のところで思ったんですけれども、ABCさんの料理教室がありますよね。ああい

うものが入ってこればいいんのではないかと思ったりとか、何か戦略的に選ばれたらいいのではな

いかと思います。そこのゾーンを複合的に商業施設も含めて、文化施設となれば面白いかなと思い

ます。

【 萩原議長】

そうですね。今回の他の計画との整合性のところには出てこないんですけれども、商業ゾーンへ

の誘導の仕方。これをやはり生涯学習複合施設との関連で、教育委員会からも発信していく 。ここ

は門真市の顔になる部分なので、それにふさわしい企業さんと言いますか、それに賛同していただ

ける。

例えば、子どもの教育と市民の生涯学習について、一定の貢献なり発信してもらえるような企業

さんに入っていただきたいという、そういう発信の仕方はすごくいいと思います。先ほどカフェの

話もありましたが、鈴木委員がおっしゃっていたように、料理教室を例えばここではなく て、本格

的な料理をやりたければ、複合施設ではできないことは、あそこの料理教室は借りられますよとい

うようなことが言えるとか。本格的なカフェを楽しみたければ、お隣のあそこの施設からケータリ

ングが取れますよと。ここでおいしいコーヒーを飲んでもらいながら、図書館の本を読めますよと

いうような感じで、周りの商業施設やここに新しくできる住宅街との連携。

単にゾーニングを進めるのではなく て、もっと積極的な連携方策は何かないかということはすご

く積極的な意見だと思います。せっかく これだけのものをつく って、しかも限られたお金の中でや

るのであれば、効率的にするというのはその部分でもすごく大事なことだと思いますので、これは

教育委員会から市長部局に対して、発信してはどうですか。ぜひそういうふうに考えてほしいと。

単なる事業者を呼ぶのではなく て、これに賛同していただいて、これにふさわしい、そういう事業

者を何とか選べないのかということは、今日の会議で積極的なご意見だと思いますので、ぜひ記録

に留めておいていただければと思います。

【 舩越副議長】

少しいいですか。

【 萩原議長】

はい。どうぞ。
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【 舩越副議長】

今回新しく こういう施設を作るということで、いろいろ意見を出していくにあたって、今までの

既存施設を含めた、私が冒頭に言いました社会教育というものをもう一度、市民の方々 の理解を得

るすごくいい機会であると思います。作ったからには、多くの方々 の利用が活発に行われるような

施設であることが非常に大事だと思います。

いろいろ社会教育に関係する団体にも利用していただく と。それは生涯学習複合施設ももちろん

そうですが、既存の施設もいろいろ展開されている中で、利用を促進するための制度みたいなもの

が具体的にあったりするんでしょうか。

【 事務局】

なかなか具体的にまだご説明できるものではないんですけれども、社会教育施設に対する減免制

度など、そういったことをしていければと内部では検討しております。

【 舩越副議長】

例えば、いろんな団体が使いやすい施設であるという、使用の目的にあったつく りにするという

ことも当然ですけれども、やはりそこでも利用に係る費用ですね。コスト面とかそういうところを

使いやすいような利用料金、何でもかんでも値段を下げるのがいいとは思わないですけれども、今

現在でいろんな施設を使われる中で、費用面、経費面の負担をいかに軽くするかということは非常

に重要なことだと思います。

今回新しい施設ができるにあたって、そこの適切な費用設定も大事だと思いますけれども、これ

をひとつの機会にして、既存のシステムを見直す機会にされてもいいのかなという気はいたします。

【 萩原議長】

既存団体ですね。今頑張っておられる市民の方を応援するという意味で、いろんなシステムとか

そういったことも、また改めて検討していただくことになってく るかと思います。

先ほどサタスタの連携については、いいアイディアだと思いますし、そういうようなことを柔軟

に考えていって、できるだけこの施設がみんなが作ってよかったと思えるような、そんな施設にな

れば素晴らしいなと思います。

たく さんご意見を頂戴しまして、これを教育委員会への報告ということになっていくんですけれ

ども、この報告について、どのようにしたらいいのかというご意見ございますか。いつもですとこ

の内容について、事務局の方から多分簡単に報告いただいているのだと思いますが、今回、こちら

への意見具申ということでこの会議を開いていますので、例えば会議全体の意見として、書面でま

とめて教育委員会に報告してはどうかと考えているんですがいかがでしょうか。そういう方向で考

えさせていただいてよろしいですか。

今日の内容をもう一度まとめたうえで、書面を作って、私と事務局の方で案を整理させていただ

いて、各委員のみなさんにどっかの段階でお見せして、それを教育委員会、あるいは総合教育会議
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などで何らかの形で報告するということでいきたいと思います。よろしいでしょうか。ご了承いた

だきたいと思います。

では、案件５について事務局よりお願いいたします。

【 事務局】

本日は貴重なご意見を多数出していただいて、ありがとうございました。

今後の検討の資料とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

【 萩原議長】

先ほど書面でと申し上げましたが、もちろんこれは公開の会議ですので、議事録の方も作らせて

いただいて、これもまた教育委員の方々 にも同じような形でお渡しいただく 、あるいは知っていた

だく ということで進めたいと思いますので、これについても事務局の方で今後作業をお願いいたし

ます。

以上で案件は全て終了いたしました。

これをもちまして、平成30年度第１回門真市社会教育委員会議を閉会いたします。



平成30年７月25日

門真市教育委員会 様

門真市社会教育委員会議

議 長 萩 原 雅 也

「 生涯学習複合施設」 について（ 意見書）

平成30年度第１回門真市社会教育委員会議において、「 生涯学習複合施設」 について審

議し、別紙の通り意見をとりまとめましたのでご報告いたします。



別 紙

生涯学習複合施設について（ 意見書）

１．施設の在り方について

・ 市民の交流の場となって地域課題に取り組み、人と人との繋がりの場となることで

市民の活性化が期待できる施設となってほしい。

・ 何のための施設かを市民に分かりやすく伝える柱となるものが必要である。

・ 利用しやすい施設となるよう適切な料金設定など、既存のシステムの見直しも検討

してはどうか。

２．施設配置イメージ案の変更について

・ 駅からさらに近く なることに加えて、商業施設がまとまっているので、利用者の利

便性が高まりメリットが大きい。

・ イベントなどアクティブに使える交流広場から遮るものがなく施設が見えることは、

まさに門真の顔になるような立地であると言える。

・ 隣接する商業ゾーンに文化の薫るテナントやカフェを戦略的に誘導し、図書館との

交流を進めていく ことにより、ゾーンそのものが複合的に商業施設も含めた文化施

設になるのではないか。

・ 商業ゾーンの事業者には、子どもの教育と市民の生涯学習について一定の貢献や発

信をしてもらえるような企業を選定してほしい。

３．既存施設との連携による機能分散の考え方について

・ 図書館のグループ学習室には、机と椅子が可動式で主体的に学び・ 話し合えるラー

ニングコモンズを取り入れ、飲食が可能で多様な交流ルームともなるように検討し

てほしい。

・ 施設の利用率の高い諸室は、複合施設にも設ける方向で検討し、利用率が低く用途

が限定された諸室は、多目的な機能を持った諸室に集約するなど工夫が必要である。

・ 子育て支援機能において、保健福祉センターとの連携で専門的な諸室の必要性はな

くなったが、親子が利用しやすい設備は残すべきである。

４．他の個別計画との整合性について

・ 計画から５年が経過しもう一度見直すことは必要である。

・ 門真市公共施設等総合管理計画に貢献できるように新しい施設への集約や、学校施

設を含む既存施設の利用は検討の余地がある。



生涯学習複合施設の機能に関する既存施設との連携・ 機能分散等について

門真市生涯学習複合施設建設基本計画

P29 （５）施設構成モデル

区分  部門合計 区分
部門 機能  （㎡） 部門 機能 機能集約 既存施設との連携
図 開架閲覧機能 一般開架ゾーン 図 開架閲覧機能 一般開架ゾーン
書 閲覧・ブラウジングゾーン 書 閲覧・ブラウジングゾーン
館 郷土資料ゾーン 館 郷土資料ゾーン

参考資料ゾーン 参考資料ゾーン
児童開架・読み聞かせゾーン 児童開架・読み聞かせゾーン
ティーンズゾーン ティーンズゾーン
ＣＤ・ＤＶＤ視聴ゾーン ＣＤ・ＤＶＤ視聴ゾーン
対面朗読ゾーン 対面朗読ゾーン

調べ学習機能 研究個室 調べ学習機能 研究個室  ＋個人学習室
グループ学習室（複数） グループ学習室（複数）　 ←ラーニングコモンズ

情報通信機能 無線ＬＡＮスポット 情報通信機能 無線ＬＡＮスポット

情報検索ゾーン ⇒付帯部門

資料保存機能 閉架書庫 資料保存機能 閉架書庫
事務・管理機能 窓口カウンターゾーン 事務・管理機能 窓口カウンターゾーン

資料整理室 資料整理室
事務室（事務的会議室を含む） 3,500 事務室（事務的会議室を含む）

文 学習・創造機能 個人学習室 文 学習・創造機能 ⇒図書館部門
化 会議・研修室（複数） 化 会議・研修室（複数）  ＋絵画・工作・和室利用 ⇒ﾙﾐｴｰﾙ・中塚荘
会 多目的室（ダンス室、音楽室他） 会 多目的室（ダンス室、音楽室他） ＋絵画・工作・和室利用
館 調理室 館 ⇒公民館

絵画室 ⇒会議・研修室、多目的室
工作室 ⇒会議・研修室、多目的室

和室 ⇒会議・研修室、多目的室 ⇒ﾙﾐｴｰﾙ・中塚荘

発信・体感機能  ホール（100 人から 150 人程度、2 室） 発信・体感機能  ホール（100人から150人程度、１室）　←パーテーション有

展示ギャラリー 1,100 ⇒付帯部門

付 滞留機能 エントランス 付 滞留機能 エントランス  ＋展示ギャラリー
帯 交流・休憩スペース 帯 交流・休憩スペース　 ←飲食可能（カフェ）

サポーターズスペース サポーターズスペース

飲食機能 カフェ 飲食機能 ⇒交流・休憩スペース

子育て支援機能 キッズパーク 子育て支援機能 ⇒保健福祉ｾﾝﾀｰ
子育てサロン ⇒保健福祉ｾﾝﾀｰ
授乳室 授乳室

情報発信機能 学習情報コーナー 情報発信機能 学習情報コーナー
情報発信工房 580 情報発信工房  ＋情報検索ゾーン

管 事務・管理機能 事務室 管 事務・管理機能 事務室
理 給湯室 理 給湯室
・ 更衣室 ・ 更衣室
サ 倉庫 サ 倉庫
1 サービス機能  トイレ 1 サービス機能  トイレ
ビ 給湯室 ビ 給湯室
ス 廊下・階段室・エレベーター ス 廊下・階段室・エレベーター

機械・設備室 機械・設備室
その他 その他

防災機能 諸室・設備 820 防災機能 諸室・設備
延床面積 6,000 延床面積  ―

平成30年7月26日　社会教育課

 諸室  諸室


